
Copyright (C) 2021 JPO/JETRO. All rights reserved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特許庁委託事業 

 

中国模倣対策マニュアル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 3 月 

独立行政法人 日本貿易振興機構 

北京事務所 知的財産権部 

 

 

 

 

  



 

222 

 

第 6 章 営業秘密の保護 

第 1 節 営業秘密の概要 

1. 営業秘密の概念 

営業秘密とは、公知になっておらず、商業的価値を有しかつ権利者が関連の秘密保持措置を取った

技術情報及び経営情報などのビジネス情報を言う。 

 

 

2. 営業秘密構成要件 

営業秘密の構成要件については、「営業秘密侵害紛争をめぐる民事事件の審理における法律適用の若

干問題に関する規定」（以下「営業秘密規定」をいう）「不正競争民事紛争案件審理の法律適用の若干問

題に関する解釈」（以下、「不正競争解釈」という）において、より明確に規定されている。 

 

 
 
 
 

営業秘密の種類 
 

技術情報 

 

技術に関する構造、原料、成分、調

合、材料、見本、様式、植物新品種繁

殖材料、工芸、方法またはそのステッ

プ、アルゴリズム、データ、コンピュー

タプログラム及び関連文書などの情報 

経営情報 

 

経営活動に関する創意、管理、販

売、財務、計画、見本、入札資料、

取引先情報、データなどの情報 

営業秘密の構成要件 

 

非公知性 

 
商業的価値 

 

秘密保持措置 

 

非公知性（機密性） 
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 非公知性の認定基準 

適用対象、 

取得の難易度 

権利者が保護を請求する情報が、被疑侵害行為が発生した時に、所属分野の関係者

に広く知られておらず、容易に取得できないものであるか 

 

 非公知に該当しない場合 

① 当該情報が属する技術分野の者又は経済分野の者において一般常識又は業界慣例に属する場

合。 

② 当該情報は製品のサイズ、構造、材料、部品の簡単な組合せ等の内容だけに係わり、所属分野の

関係者は市場に出る商品を観察することによって直接に取得できる場合。 

③ 当該情報が、すでに公開出版物又はその他のメディアに公開されている場合。 

④ 当該情報が、すでに公開の報告会、展示会等で公開されている場合。 

⑤ 所属分野の関係者が、別の公開ルートで当該情報を入手できる場合 

⑥ 当該情報が、ある程度の代価を支払うことで容易に取得できる場合 

 

「営業秘密規定」の第 3 条の規定により、「非公知性」は、「被疑侵害行為が発生した時」を基準と

して判断される。そのため、保護を求める情報が既に公開されているとしても、侵害行為が発生した

時点において、所属分野の関係者に広く知られておらず、また、容易に取得される状態となっていな

かった場合には、「公知になっていない情報」に該当する。 

また、同規定は判例の蓄積と実際の状況を考慮して、特別な状況下において「公知になった情報」

についても、一定の要件を満たせば「公知になっていない情報」とすることができると認めた。すな

わち、公知になっている情報を整理、改善、加工した後に形成される新しい情報が、所属分野の関係

者に広く知られておらず、また、容易に取得される状態となっていなかった場合には、当該新情報は

「公知になっていない情報」と認められる。 

 

 商業的価値の認定基準 

商業的価値の有無 関係情報は現実的又は潜在的経済価値を有するものであるか 

  

2020 年 9 月 10 日、最高人民法院は、「営業秘密侵害紛争をめぐる民事事件の審理における法律適用

の若干問題に関する規定」を公布した。この規定は 2020 年 9 月 12 日から施行される。 

非公知性（商業的価値） 
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2007 年 2 月 1 日に施行された法釈〔2007〕2 号の「不正競争民事紛争案件審理の法律適用の若干問

題に関する解釈」における営業秘密に関する規定を更新、補完する性質のものとなっている46。 

最新の「不正競争防止法」の営業秘密の定義に対する修正に適応するために、「営業秘密規定」も相応

の修正を行っている。例えば、「商業的価値」の認定については、従来、判断基準とされていた「権利者

に競争優位をもたらすことができる」ことを要求せず、「現実的」又は「潜在的」な商業的価値を備えて

いれば、商業的価値を有するものと認定される旨規定された。 

また、生産経営活動において形成された「段階的成果」についても、商業的価値を有するものとして

認定され得ることが規定された。これにより、従来、商業的価値（特に潜在的な商業的価値）を有する

ことの証明が困難であるとされていた実践における当事者の段階的な技術情報についても、営業秘密と

しての保護を受けることができる可能性が高まった。 

 

 秘密保持措置の認定基準 

目的 権利者が営業秘密の漏洩を防止するために講じた保護措置であるか 

措置を講じた

タイミング 

被疑侵害行為が発生する前に保護措置を講じたか 

合理性 通常の場合において、講じられた保護措置が営業秘密の漏洩を防ぐに十分なもの

であるか 

 

不正競争解釈では、「秘密保持措置」の認定に関する具体的な判断基準として、「裁判所は、関連する

情報の保管媒体の特性をもとにして、権利者の秘密保護の意思、秘密保護措置の識別可能の程度、他人

が正当な方法で取得することの難易度などの要素により、権利者が秘密保護措置を講じたか否かを認定

すべきである」と規定するとともに、秘密保持措置を講じたと見なされる例を列挙している。 

また、「営業秘密規定」では、秘密保護措置を講じたか否かを認定する際に考慮すべき要素として、不

正競争解釈において規定されたもの（権利者の秘密保護の意思、秘密保護措置の識別可能の程度、他人

が正当な方法で取得することの難易度など）に加えて、「営業秘密の性質」と「営業秘密の商業的価値」

という２つの要素を規定している。 

 

 
46 営業秘密規定第 29 条第 1 項は、「最高人民法院が以前に発表した関連司法解釈が本規定と一致しない場合、本規定に準じ

る。」と規定している。 

秘密保持措置 
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 秘密保持措置を講じたかを判断する際の要素 

① 関連秘密情報にアクセスできる範囲を限定し、必要がある従業員に対してのみ公開しているか 

② 関連秘密情報を保管する媒体（キャビネット、箱など）に鍵をかけるなどの防備措置を施して

いるか 

③ 関連秘密情報の保管媒体（ソフトウェア、ディスク、ポータブルストレージデバイスなど）上

に秘密表示をしているか 

④ 関連秘密情報にパスワード又はコードを設けるなどの措置を施しているか 

⑤ 関連秘密情報にアクセスできる者と秘密保持契約を締結するか 

⑥ 関連秘密情報にかかわる機器、工場、作業場等の場所への訪問者を制限する又は訪問者に対し

秘密保持を要求しているか 

⑦ 情報の秘密性を守るためのその他の合理的な措置を確保しているか 

 

3. 営業秘密保護と競業禁止との関係 

（1） 競業禁止の概念 

競業禁止とは会社が自社の営業秘密を保護する目的で従業員に取る法律措置を言う。法律の規定又

は双方の約束に基づき、労働関係が存続中、従業員等が業務競争会社で兼職することを制限・禁止し、

又は労働関係が終了した後の一定期間内に、従業員等が自社と競争関係がある業務に従事することを制

限・禁止することを指す。 

 

 

② 約定 ① 法律規定 

競業禁止の種類 

 

適用対象 

取締役 

高級管理者 

パートナー 

関連法律 

「公司法」 

「合伙（組合）企業法」 

「個人独資企業法」 

「刑法」 

適用対象 

高級管理者 

高級技術者 

秘密保持義務を負う者 

関連法律 

「労働合同（契約）

法」 
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 約定の場合の注意点（労働契約法第 23 条、第 24 条） 

適用対象 
競業制限を行う人員は雇用者の高級管理職員、高級技術職員、秘密保持義

務を負う人員に限る。 

退職後の競業制限期間 2 年を超えてはならない 

対価 競業制限期間内に月給で経済補償金を支払わなければならない 

 

（2）営業秘密の保護における競業禁止制度の意義 

競業禁止制度の本質は、企業の営業秘密を保護するため、従業員の労働権及び職業選択自由権を、法

律に基づいて合理的に制限することにある。企業は、従業員と秘密保持契約を締結することで、労働関

係存続中、又は退職後の一定期間に、企業の営業秘密を保護する義務を負わせることを明確に約定する

ことができる。 

判例によれば、従業員の退職行為は、企業の営業秘密が漏洩する主要な原因となっている。調査によ

れば、在中国の多国籍企業は、中国の人的資源の欠乏こそ自社の経営に影響を与える一番の要素である

と認めており、当該問題を解決するために、一般的に、同業種のライバルから「人材を奪う」やり方を

取っている。通常、職務が高ければ高いほど流動率も高いので、人材の流動による営業秘密の流失のリ

スクも非常に大きいといえる。 

秘密保持契約では、従業員が退職した後、自身での開業又は就職には干渉できないので、競業禁止の

効力がない。そのため、秘密保持契約に比べて、競業禁止契約は優位性を有するものといえる。競業禁

止契約を締結した場合、企業は退職した従業員が関連営業秘密を漏洩・使用したかにかかわらず、当該

従業員が退職後、競業禁止契約に定める期間内に、元の企業と同種の製品を生産する企業、同種の用務

を提供する企業等、競合関係がある企業に就職し、元の企業に損害をもたらしたことをもって、当該従

業員の行為は違約行為となり、賠償責任を負わなければならない。 

 

第 2節 営業秘密の漏洩防止 

1. 営業秘密保護の現状 

中国の様々な法令等において、営業秘密保護に関する規定が置かれているが、各法令等が重視する点

は異なっている。 

①「不正競争防止法」：営業秘密の定義をすると同時に、主に営業秘密を侵害する行為の解釈が示さ

れている。 

②「営業秘密侵害行為の禁止に関する若干規定」：営業秘密の定義をすると同時に、営業秘密の構成

要素を詳細に規定している。 

③不正競争解釈：営業秘密の定義とともに、裁判所における営業秘密侵害行為に対する認定方法に係
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る解釈が示されている。 

④「営業秘密規定」：営業秘密保護の価値理念、指導思想、重要な意義、審判の考え方、具体的な規

則などの問題に対する研究を重視し、営業秘密の司法保護に対してより全面的に規定している。 

これら四つの法令等はいずれも、営業秘密の構成要素及び秘密保持措置に対する認定方法に基づいて、

営業秘密を侵害する行為が認められた場合、行政的、司法的な手段で営業秘密に係る権利保護を受ける

ことができる旨を規定している。 

また、「労働契約法」においては、企業と労働者との関係という視点から、企業が労働者と秘密保持

契約を締結し、企業が取り得る秘密保持の方法が規定されている。 

なお、刑法にも営業秘密に関する規定が定められており、発生した行為が営業秘密を侵害するものと

認められ、かつ、営業秘密の権利者に重大な損失をもたらした場合には、当該行為は犯罪を構成するこ

ととなる。すなわち、中国においては、営業秘密を保護するための手段として民事的な救済を求めるこ

とができるだけでなく、刑事手段を採ることも可能となっている。 

企業にとって営業秘密の保護が難しい問題であるのは、営業秘密の漏洩を完全に防ぐということが非

常に難しいこと、それにもかかわらず、ひとたび営業秘密が侵害されると、それにより生じた損害を取

り戻すのが容易ではないことが理由として挙げられる。企業が侵害者の責任を追及する手段としては、

市場監督管理局へのクレーム申立、警察への告発、民事訴訟の提起などが挙げられるが、何れの手段を

採った場合でも、権利者として十分な救済を得ることはそう簡単なことではない。 

現状の中国国内における営業秘密関係の事案については、起訴数量が少なく、審理が難しく、また、

原告の勝訴率が高くないという特徴を示している。 

科学技術の発展につれ、営業秘密侵害事件が多発し、犯罪形態も多種多様になっているが、訴訟を通

じて解決を求める企業は少ない。主な原因としては、営業秘密事件の立証が非常に難しいとされている

からである。そのような状況を改善するため、2019 年に改正された「不正競争防止法」では、営業秘密

侵害の立証方法について定めた条項が追加されている。また、中国で初めて営業秘密関連の民事事件に

対応するために策定された司法解釈である「営業秘密規定」には、「営業秘密の客体」や「非公知」の

認定基準などに関する内容が追加され、侵害行為の判断、立証責任の移転、権利維持コスト、行為の保

全、守秘義務、損害賠償、刑民の交差及び新旧法の接続などの問題に対応するための判断基準等が明ら

かにされている。当該司法解釈は、権利者の営業秘密保護の強化を目的とするものであり、中国におけ

る営業秘密の保護を促進する上で、重要な意義を有するものであるといえる。 



 

228 

 

2. 営業秘密の漏洩ルート 

 

 

3. 漏洩防止手段 

営業秘密の保護において、最も重要なことは事前の予防である。企業は、法律に定められた営業秘密

の保護措置を参照し、充分に利用することにより、特に労働契約法における関係規定に基づいて、自社

の合法的権利を保護していくことが重要である。 

 

秘密保持制度の設立 

社

内 

⚫ 社内における秘密保持規定を作成・発布・施行 

(1) 秘密情報の確定、保管、閲覧、複製、廃棄、転送などの取り扱いを詳細に記載 

(2) 営業秘密の範囲、営業秘密に接触可能又は営業秘密を知得可能な職位を確定 

(3) 秘密保持規定違反の罰則を明確に規定 

⚫ 秘密保持義務の必要性がある従業員と具体的な秘密保持契約を締結 

(1) 秘密保持義務（秘密保持範囲、期間等）を明確に規定 

(2) 違約責任を明記 

(3) 秘密保持期限の設定に際し、必要に応じて、雇用契約の満了後についても継続して秘密保

営 

業 

秘 

密 

 

漏 洩 
 

⚫ ライセンス 

⚫ 委託契約 

⚫ 共同開発契約 

他

社 

不

法

行

為 

⚫ 情報記録媒体の窃取 

⚫ ハッカーによる窃取 

⚫ 従業員の故意的漏洩 

⚫ 従業員 

⚫ 退職者 

⚫ 技術指導者 
人 
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持義務を負う期間を設定できる旨約定 

⚫ 情報管理の専門部署と責任者を設置 

社

外 

⚫ 委託加工、ライセンス過程における秘密保持管理を重視し、特に重要図面、レシピなどに

及ぶ場合は、必ず加工企業、ライセンシーと秘密保持契約を締結し、具体的な秘密保持内

容と違約責任を確定し、かつ図面などの書類の点検・引渡作業を適切に行うべきである。 

競業禁止制度の設立 

 ⚫ 重要なポジションに勤務し、企業の営業秘密を知得している従業員と労働契約又は秘密保

持契約を締結する際においては、必要に応じて、就業期間又は離職後の一定の期間、同類

製品の生産、又は同類業務を経営する競争関係にあるその他の企業・団体にて就職しては

ならず、また、自ら元の企業と競争関係を有する同類製品の生産や、同類業務を経営して

はならないことを約定することができる。 

⚫ このような約定は、2 年を超えるものであってはならず、また、競業避止期限内において

経済補償を与える必要がある。 

情報開示範囲の制限 

 ⚫ 従業員が知得した情報は業務に必要な範囲に限り利用ができることとし、従業員がその他

の業務情報に接する機会を制限する。 

⚫ 営業秘密に関する資料と媒体の秘密保持管理を徹底する。 

(1) 不用心に資料や媒体を放置等しない 

(2) 廃棄すべきものは徹底的に廃棄し、他人が不法使用することを避ける 

(3) 関連秘密書類には「保密」、「絶密」、「機密」等を明記 

⚫ 会社内の隔離措置を徹底する。たとえば、秘密保持庫を設置し、監視カメラを設置し、閲覧

者又は顧客が核心サンプル又は生産工具に接触することを規制する。 

⚫ 会社内部システム又は内部ネットワークに営業秘密に関するデータがある場合、アクセス

権を設置して、閲覧権限がない者はアクセスできないようにする 

⚫ 従業員が離職する前に 2～3 カ月の秘密解除期間を設置する。当該措置を通じて従業員を秘

密職分からその他の職分に移動させ、徐々に本人が以前に知得していた営業秘密を忘れる

ようにさせることで、効果的に離職後の秘密漏洩率を減少させる。 

従業員の教育・トレーニングの強化 

 ⚫ 通常の企業管理で法律顧問を任用して、契約、制度などについて規範化することによりリ

スクを避ける。 

⚫ トレーニングを通じて、従業員に営業秘密の概念を普及し、営業秘密を漏洩した場合の法

的な責任を理解させる。 
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 ポイント 

⚫ 従業員の法的意識の欠如と職業道徳の脆弱さは、営業秘密侵害を生じる主たる要因の一つ

である。集団離職又は集団的秘密漏洩などの状況が発生することが少なからずあるが、こ

のような事態を防ぐためには、従業員の法的意識と職業道徳を向上させていくことが重要

であり、企業経営管理者の認識と資源投入が必要となる。 

⚫ 企業は、従業員の業務的技能のトレーニングを重視し、逆に法律及び職業道徳に係る教育

とトレーニングを軽視する状況しがちであるが、政府職能部門が組織する各種の法律・法

規勉強会等を十分に利用し、又は当該業務を熟知した職能部門又は法律諮問機構の協力を

得ることにより、教育・トレーニングを強化し、従業員の素質全般を高めていくことが重

要である。 

 

 上述の措置は営業秘密の漏洩を効果的に防止するだけではなく、営業秘密侵害事案に係る訴訟におい

て、企業として秘密保持措置を取ったことを有力に証明するものとなる。そのような観点からも、秘密

保持契約、秘密保持制度などに係る書面資料を適切に保管すべきである。 

 

第 3 節 営業秘密漏洩に対する救済 

 

営業秘密漏洩事件を発見 

侵害証拠の収集 

⚫ 弁護士との相談 

⚫ 調査会社等による侵害事実の把握 

⚫ 侵害証拠に対する証拠保全、鑑定等 

行政摘発 
 

損害賠償を調停 

民事訴訟 
 

賠償を貰える 

立証責任が重い 

刑事訴追 

・重大な損害をもたらした

場合に限られる 

・損害賠償を請求できない 

準備段階 

救済措置の選択 
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1. 行政摘発 

現地の市場監督管理局に営業秘密侵害を理由に行政摘発の申立を提出することができる。摘発を申請

する際には、営業秘密を構成する証拠と侵害行為成立の証拠を提供しなければならない。権利侵害を構

成するか否かは市場監督管理局が認定する。申し立てには、侵害行為の停止、関連情報の返却などの要

求を含めることができ、また、和解の調停を申請することもできる。 

行政機関が採る処分は、侵害を構成した行為に対する行政処罰であり、被侵害者の賠償に関する調停

をすることもできる。また、市場監督管理局は営業秘密を侵害した者に対し、下記の処分を行うことが

できる。 

 

 営業秘密漏洩に関する行政摘発の概要 

① 権利侵害者に対し、情状により 10 万元以上 500 万元以下の過料を処することができる。 

② 権利侵害者に対し、その保有する営業秘密の図面、ソフトウェアその他の関係資料を権利者に

返還することを命じ、監督することができる。 

③ 権利侵害者が権利者の営業秘密を使用して生産し、市場に流入させて営業秘密を開示させた製

品の廃棄を監督できる。権利者が当該製品の買取り、販売等その他の処理に同意する場合は、こ

の限りではない。 

④ 権利者が市場監督管理局に対し、損害賠償の調停を申請した場合、市場監督管理局は調停を行

うことができる。 

⑤ 権利侵害者が処罰に係る決定の執行を拒否し、営業秘密侵害行為を継続実施した場合、新たな

違法行為とみなし、重ねて処罰する。 

 

2. 刑事 

刑事捜査機関の公安局（警察）に営業秘密侵害罪を理由に告発することができる。刑事捜査機関は、

現地の公安局の経済犯罪捜査部門である。侵害行為が「刑法」第 219 条に合致した際、刑事捜査機関に

営業秘密侵害罪を理由に告発することができる。刑事捜査機関が処理するのは侵害者の犯罪行為である

ため、民事的な損害賠償などを訴求できるものではない。 

 

中華人民共和国刑法改正案（十一）の第 219 条の規定により、次に掲げる営業秘密を侵害する行為の

いずれかに該当し、情状が重大な場合には、3 年以下の有期懲役に処し、罰金を併科又は単科する。情

状が極めて重大な場合には、3 年以上 10 年以下の有期懲役に処し、罰金を併科する。 

刑法上の規定 
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 営業秘密侵害に該当する行為類型 

① 窃盗、賄賂、詐欺、脅迫、電子的侵入又はその他の不正手段で権利者の営業秘密を取得した場合 

② 
①に記載する手段により取得した権利者の営業秘密を開示、使用又は他人に使用を許諾した場

合 

③ 
秘密保持義務又は権利者の営業秘密保持に関する要求に違反して、その把握している営業秘密

を開示、使用又は他人に使用を許諾した場合 

④ 
前項②に掲げる行為を明らかに知っているにもかかわらず、当該営業秘密を取得、開示、使用又

は他人に使用を許諾した場合には、営業秘密の侵害とみなされる 

 

最高人民法院、最高人民検察院は 2020 年 9 月 13 日「知的財産権侵害刑事事件の処理に関する法律

適用の若干の問題についての解釈（三）」を発布し、営業秘密刑事犯罪を構成する最低の犯罪額を 50 万

元から 30 万元（第 4 条）に引き下げる等、営業秘密の権利者の保護の更なる強化を図っている。また、

損失額又は違法所得額の認定方式を具体的に規定し、裁判所が損失額又は違法所得額を認定する基準を

提供した（第 5 条）。さらに刑事訴訟手続において、二次漏洩を防止するための手続措置及び法律責任

を新たに規定した（第 6 条）。 

 

3. 民事 

営業秘密侵害訴訟においては、通常、営業秘密となるかどうか、及び、侵害行為があるかどうかが争

点となる。また、原告は、営業秘密の内容、秘密保持措置を行ったこと、及び被告の侵害行為に対し、

立証責任を負う。 

 

 侵害行為判断における「接触」について 

従来、司法解釈等において「接触」に関する判断基準等は明示されていなかったが、司法実務を踏ま

え、「営業秘密規定」第 12 条において考慮すべき要素が列挙されるに至った。司法裁判における判断

基準を統一し、判断のばらつきの抑制に貢献するものであるといえる。なお、ここにいう「接触」は「接

触の可能性」を指すものであって、営業秘密を取得するルート又は機会があればよく、実際に「接触」

が発生したことまでを立証することは要求されない。 
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 営業秘密侵害訴訟の争点と判断基準 

 

 

第 4 節 先使用権に基づく営業秘密の対応 

通常、新しい発明創造を完成した後、企業内部においては、「専利出願」、「営業秘密としての保持」、

「発明創造の開示」のいずれかの戦略を選択することになる。そのうち、「発明創造の開示」は、非常

に限られた状況においてのみ採用される戦略であり、実際のところ、多くの企業は、専利出願するか、

又は営業秘密として保持するかを選択することが多い。そして、いずれの戦略を採用するかについては、

企業にとって悩みの多いところでもある。 

実務においては、「専利出願」を選ぶ企業が多いが、「専利出願」の際にはその技術を開示しなけれ

ばならないので、秘密性を喪失するにも関わらず経済的利益をもたらさないような技術、及び未だ開示

のタイミングでない技術については、「ノウハウ（営業秘密）」として保持する戦略が選択されること

も多くある。 

しかし、ノウハウ（営業秘密）として保持する場合、自身が専利権を保有していないことから、他社

が権利化した発明との関係で、当該ノウハウ（営業秘密）の実施について専利権侵害を訴えられるリス

クがある。このような状況への対応策として、多くの企業では先使用権の確保が行われている。本節で

は、中国の先使用権制度の概要と実務上の留意点等について紹介していく。 
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1. 先使用権制度の概要 

定義 ⚫ 専利出願日の前に、先使用者が既に同一製品を製造し又は同一方法を使用し、或い

は既に製造、使用の必要準備を整えた場合、元の範囲内で引続き同一製品を製造、

又は同一方法を使用できる権利を有することを指す。 

立法主旨 ⚫ 中国は、世界中の多くの国と同じく先願主義を採用している。先願主義における一

つの原則は、出願日前の発明創造であっても、遅れて出願した者に対して法律上の

保護を与えず、最初に出願した者に対してのみ法律上の保護を与えることである。

しかしながら、最初の出願人は、必ずしも最初に発明を創造した者とは言えず、ま

た、最初に発明を実施した者とも言えない。当該状況で、専利が権利化された後、

専利権者が専利権侵害を理由に、先使用者の実施行為を禁止することは、既存の正

常な経済秩序を破壊し、公平の原則に反する結果になる。したがって、公平の原則

を考慮し、公衆利益と専利権者の利益のバランスを取るために、先願主義の例外と

して、先使用権制度が規定された。 

性質 ⚫ 先使用権は、専利権侵害の主張に対する抗弁権である。 

 

2.先使用権の構成要件 

 先使用権の時期的要件 

先使用権の成立は、関連する専利権の出願日を基準とする。また、その専利が優先権を有する場合、

優先日を基準とする。つまり、先使用者による同一製品の製造、同一方法の使用、又はすでに製造、使

用のための必要な準備は、専利の出願日の前に完了していなければならない。 

 

時期的 

要件 

⚫ 専利法 69 条： 

専利出願日以前にすでに同一製品を製造し、同一方法を使用し、又はすでに製造、

使用のために必要な準備をしており、かつ従来の範囲内でのみ製造、使用を継続する

場合。 

⚫ 専利法実施細則第 11 条： 

専利法で言う出願日とは優先権を有するものについては優先日を指す。 

 

 先使用権の行為要件 
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行為の 

要件 

⚫ 専利法 69 条： 

専利出願日以前にすでに同一製品を製造し、同一方法を使用し、又はすでに製造、使

用のために必要な準備をしており、かつ従来の範囲内でのみ製造、使用を継続する場

合。 

⚫ 最高人民法院による専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関

する解釈第 15 条： 

次のような状況のいずれか一つがある場合、裁判所は、専利法 69 条（2）号に定め

た、既に製造と使用の必要準備を整えていると認定しなければならない。 

（1）発明創造の実施に必要とされる主な技術的図面若しくは工程書類が完成されてい

る場合 

（2）発明創造の実施に必要とされる主な設備若しくは原材料の製造又は購入が実施さ

れている場合 

 

 

 

専利出願日前に、先使用権が生じる先使用行為の方式に関し、専利法 69 条の規定から見ると、当該

行為には、同一製品の製造行為、又は同一方法の使用行為が含まれるが、同じ製品の輸入、販売の申し

出、販売、使用行為は含まれていない。 

従って、専利技術の製品の製造行為又はその方法の使用行為を行わずに、専利技術の製品の輸入、販

売の申し出、販売、使用行為のみ行った場合、先使用権を享有できない。 

 また、実施範囲においても、知的財産権は地域性が存在するため、中国における先使用技術に係る製

造、使用は認められるが、海外における先使用技術に係る製造、使用は認められない。 

なお、専利出願日の後、先使用者が引続き当該技術を実施できる行為について、専利法には、製造と

使用のみ規定されているが、製造・使用のみ認め、製品の販売の申し出、販売、使用行為ができなけれ
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ば、先使用者にとって、続けて製造・使用する意味がないので、先使用権制度の立法趣旨から見る場合、

製品の販売の申し出、販売、使用も専利権侵害にならないと考えられる。 

 

 先使用権が認められるための「必要な準備」について 

 

「最高人民法院による専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」第 15

条 2 項に拠れば、上記図に記載のある二つの条件のいずれかを満たせば、先使用権が認められるための

「必要な準備」が整えられたと認定できることになる。しかし、実務上、裁判所は「必要な準備」を整

えたかの判断において慎重な態度を取っている。 

また、医療設備や薬など、中国政府による許諾等を得ることが必要な分野において、「必要な準備」

を整えたかの判断要素は、技術的準備作業の有無であり、関連の行政批准手続の完了しているかどうか

は、「必要な準備」の必須要件ではない。 

 

 先使用権の主観要件 

主観要件 ⚫ 「最高人民法院による専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に

関する解釈」第 15 条： 

権利侵害で訴えられた者が不法獲得した技術若しくは設計をもって、先使用権を主

張し抗弁する場合、裁判所はこれを支持しない。 

通常、先使用技術の知得経路といえば、先使用者が独立で研究・開発したものであるか、或いは、

先使用者が他人から入手した状況が含まれる。 

このような知得経路について、「最高人民法院による専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の

若干問題に関する解釈」第 15 条第 1 項には、「善意」の要件を明確にした。つまり、権利侵害で訴え

られた者が不法獲得した技術若しくは設計をもって、先使用権を主張する場合、その主張は認められ
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ない。 

 

 専利権者から合法的に先使用技術を入手した場合の「先使用権抗弁」の主張の可否 

専利権者から先使用技術を入手したルートが間接であるか、直接であるかにかかわらず、「合法的」

との条件が限定されているので、該条件は、先使用者の行為が既に専利権者の明示或いは黙示の許諾を

受けたと見なすことができる。 

 

実施範囲 

の要件 

⚫ 「最高人民法院による専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に

関する解釈」第 15 条： 

専利出願日以降に、先使用権者が既に実施している若しくは実施の必要準備を済ま

せている技術又は設計を譲渡する、又は実施を許諾する場合において、当該実施行為

が元の範囲内での継続実施であるという権利侵害で訴えられた者の主張を、裁判所は

支持しない。ただし、当該技術又は設計が従来の企業とともに譲渡若しくは継承され

る場合は除外される。 

⚫ 「最高人民法院による専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に

関する解釈」第 15 条： 

専利法第 69 条第（2）号にいう「従来の範囲」には、専利出願日以前にすでにある

生産規模と、すでにある生産設備を利用して又はすでにある生産設備に基づいて達成

できる生産規模とが含まれている。 

  

法律によれば、先使用行為の実施範囲は、限定されており、実施範囲を超えた行為は、専利権侵害に

なる。先使用行為の実施範囲は、下記の 2 点において限定されている。 

 

 実施主体の限定   

先使用技術が従来の企業とともに譲渡若しくは継承される場合を除き、先使用権者は自分の先使用権

を契約、ライセンスの方法で他人に譲渡してはならない。これは、グループ企業に対しても適用される。

例えば、通常、親会社と子会社は、業務上に実質的な関連性を有するが、独立した法人であるので、親

会社が先使用権を有しても、子会社はその先使用権を享有することはできない。 
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 生産量の限定 

先使用権に基づく実施範囲は、従来の範囲で行わなければならず、「従来の範囲」には、専利出願日以

前にすでにある生産規模と、すでにある生産設備を利用して又はすでにある生産設備に基づいて達成で

きる生産規模とが含まれるとのことである。 

従って、先使用権者が自身の発展の需要のため、専利出願日前に実施した技術を産業分野内で自ら継

続的に実施し、専利出願日以後に設備増加、工場の増設、生産規模拡大等をする場合は、「従来の範囲」

とみなせず、「従来範囲」を超えた部分は、専利権侵害となる。 

 

◆ Q&A：1 台の生産能力が 100 万トンである生産機械が 4 台あるが、専利出願日前は、市場の需要が

少なかったので 4 台で 350 万トンしか生産していなかったが、専利出願の後、4 台で 400 万トンの

生産を行った場合、従来の範囲は、350 万トンか、或いは 400 万トンであるか。 

専利出願前に、生産設備を利用して達成できる生産規模は、100 万トン×4 台＝400 万トンであるの

で、専利出願の後に元の 350 万トンから 400 万トンまで増量しても、「従来の範囲」に属し、元の生産

量を超えた 50 トンは専利権侵害にならない。 

なお、専利出願の後に生産機械を新たに 1 台購入し、5 台で 500 万トンの生産を行った場合、先使用

が認められる範囲は、「従来の範囲」である 400 万トンまでである。元の生産量を超えた 100 万トンの

生産は侵害に該当するが、侵害行為が認められる場合、従来の範囲（400 万トン）を越えた 100 万トン

について、侵害の差止め、損害賠償金などの民事責任を負わなければならない。 

 

3.先使用権保護による対応方法及び留意点 
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専利権侵害訴訟において、先使用権抗弁が主張されるケースが多くあるが、裁判所に当該主張が認め

られる確率は高くない。その原因としては、先使用権の成立に関する証拠の要求が厳しいことが挙げら

れる。また、先使用権を主張する側の被告にとって、数年前の先使用に関する証拠を収集することが難

しいというのも大きな要因となっている。従って、事前に先使用に関する証拠をタイムリー確保したほ

うがよいといえる。 

 

 先使用抗弁の可能な証拠 確保の留意点 

時間 

要件 

技術関連資料、契約、取引明細、領収書、公証

書などに記載された完成日付。 

関連技術書類で完成日付を明記する必要があ

るが、自社が作成した書類である場合、その完

成日付が真実であるかどうか反論されるおそ

れが高い。従って、できれば、第三者、公的機

関からの書類を証拠として提出し、公証制度、

タイムスタンプ制度を活用することが好まし

い。 

主観 

要件 

①開発企画書、開発進展報告、技術関連資料、

設計図面の案などに記載された完成者の名

前。 

②技術の合法譲渡に関する契約書、譲渡対価

支払いの領収書、譲渡された技術資料原本、説

明など 

関係技術の入手ルートを証明するばかりでな

く、当該入手ルートが、合法的であることも証

明する必要がある。 

 

行為 

要件 

①技術関連資料 

 先使用技術が実施される製品の製造に必要

な製品設計図、製品施工図、鍵となる部品部

材の加工図などの完全な生産技術資料と技

術的図面 

 技術鑑定報告書、技術成果報告書、技術実現

可能性報告書、技術の実験に係る報告書など 

 他に技術内容を証明できる設計図、技術内容

への研究又は実験内容を表明できる書類な

ど。 

技術関連資料については、技術の研究・開発か

ら実施までの全部の過程における資料、報告

書、図面などに係る証拠は、何れも先使用権の

証拠として使用できる。当該技術書類を先使

用権の証拠として使用するためには、関連技

術内容或いは図面によって、先使用技術であ

ることが明らかに判断できなければならな

い。 
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②事業関連資料 

 販売、ライセンスなどの取引契約書、下 

請契約書など 

 事業計画書、事業提案書、事業開始決 

定書など 

 領収書、取引明細、財務書類など 

 カタログ、納品書など 

③設備関連資料 

 先使用行為実施に必須の工場の建物、作業場

所を有する証拠など。 

 各種類の汎用設備、専用設備及び専用工具、

ダイスなどの購入或は製造に係る証拠。専用

設備を必要としない場合には、汎用設備が製

品のサンプルを既に作り出した証拠。 

 製品を製造するために購入した必須の原材

料の購入又は製造に係る証拠。 

実施 

範囲 

 生産工場の規模、従業員の規模に係る証拠、

例えば、工場の宣伝資料、従業員名簿など。 

 先使用技術の製造に必要とされる設備の具

有状況に係る証拠、例えば、設備リスト、設

備の写真、設備の購入領収書、設備購入記録

など。 

 原材料の準備又は具有状況に係る証拠。例え

ば、原材料リスト、原材料の購入明細、購入

領収書など。 

 先使用技術に係る製品の製造、販売記録。例

えば、製品の製造に関する下請契約、販売契

約、販売取引明細書など。 

 生産能力に関する説明。例えば、出願日前に

保有した技術、設備、原材料、従業員などの

実施範囲の立証のための証拠は、他の要件に

おける証拠と重なる可能性がある。従来範囲

の標準について、現在は単なる量化標準では

なく、「専利出願日以前にすでにある生産規模

と、すでにある生産設備を利用して又はすで

にある生産設備に基づいて達成できる生産規

模」であるため、専利出願日前に達成できる生

産規模を証明するのがポイントになる。従っ

て、具体的な事件において、上記に列挙された

証拠ばかりでなく、一連の証拠と説明が、証拠

チェーン（chain）に形成されるのが望ましい。 
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要素から、毎月、毎年達成できる生産能力な

どに係る説明。 

 

公証とは、公証機関が自然人、法人による申請に応じて、法定手続に基づき、民事法律行為、法的意

義を有する事実と文書の真実性、合法性について証明する活動を指す。 

中国で先使用権確保を行う際に、公証はよく利用されている。専利侵害事件において、被疑侵害者は

先使用権抗弁を主張するケースは多いが、多くの場合は、証拠の真実性、証拠力に瑕疵があり、裁判所

に認められない。公証による先使用権の証拠を確保できれば、関係証拠の真実性と証明能力を高めるこ

とができる。 

 

◼ 公証による先使用権確保の手順 

①代理人との事前

打ち合わせ 

代理人と事前に打合せを行い、公証に必要な書類、技術内容、設備状況を把握

する。 

②公証に必要な技

術資料の用意 

上記の「先使用権確保に必要な証拠」を参照。 

③公証機関の選定 通常、幾つかの公証機関を比べた後、地元の有名な公証機関を選ぶ。 

④公証申請必要書

類の準備 

公証機関の要求にしたがって、申請書類を提出する必要がある。 

⑤公証機関に対す

る公証の申請及び

状況説明  

公証人と事前に打合せを行い、公証対象の状況、製造ラインの概要などを説明

する。必要に応じては、公証人と共に工場へ赴き、技術者による説明を聞き、

製造ラインなどを見学できる。 

⑥公証の実施 通常、製造ラインの撮影を行い、DVD を作成した上で、製造実施状況、製造

規模等を示す資料等と一緒にダンボール等に入れた後、封印する。 

⑦公証書の発行 通常、公証を行ってから 1 週間以内に公証書が発行される。 

 

タイムスタンプによる先使用権の確保 

公証について 
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 タイムスタンプによる先使用権の確保とは、第三者機関が、電子データに対して正確なタイム情報

を付与することにより、その時点での電子データの存在証明と非改ざん証明を確保することを指す。

タイムスタンプ技術は、インターネット上の電子署名技術に対する発展と応用で、当該技術は、通常

の署名と同様に日時を原文の内容に加えてから署名することである。タイムスタンプによる先使用権

確保は、権威性と公正性を有する第三者によって完成されるので、その証拠力は確保できる。 

中国では、証拠の確定、企業の営業秘密保護、著作権保護などにおいて、タイムスタンプの使用を

開始しており、裁判実務においても、タイムスタンプを利用した電子証拠が認められた実例も存在す

る。 

 

◼ タイムスタンプによる先使用権確保の留意点 

タイムスタンプ

による確保がで

きる書類 

先使用権確保において、関連の技術書類ばかりでなく、工場の製造ライン、工

場設備も重要な証拠となる。タイムスタンプによる、技術資料などの電子書類

の確定日付を証明できるが、工場の実際の製造状況などを証明しにくい。つま

り、タイムスタンプのみで、先使用権の必要証拠を完全に確保できないと考

え、公証と合わせて使用したほうがよい。 

タイムスタンプ

確保を行った電

子資料の保管 

タイムスタンプによる確保を行った先使用権に関する資料については、修正な

どを行ってはいけない。修正を行った場合は、タイムスタンプの検証を受ける

ことができない。したがって、タイムスタンプ確保を行った資料について、修

正を行う場合は、適期に改めてタイムスタンプによる確保を行う必要がある。 

 

 

 

 1998 年 5 月 17 日、中国では最初の電子認証サービス機構が設立されたが、中華人民共和国電子署

名法が施行された 2005 年 4 月 1 日以降、中国では、すでに複数の電子認証機構が設立され、そのう

ちの一部機構は、タイムスタンプサービスを提供している。目下、北京における「聯合信任タイムス

タンプサービスセンター（Time Stamp Authority）」は、タイムスタンプサービス提供分野において

有名な機構である。 

「中国科学院国家授時中心47」は、中国標準時間、時間源を発布する唯一の機構である。「北京聯合

 
47 http://www.ntsc.ac.cn/ 

中国のタイムスタンプサービス機構の紹介 
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信任タイムスタンプ服務中心48」と「国家授時中心」は、共同して国家デジタルタイムスタンプサービ

スのシステムを開発・構築しているが、当該タイムスタンプサービスは、2007 年 5 月から運行し始

め、現在、すでに中国の数社の版権中心により普及・応用されている。 

 
48 https://www.tsa.cn/index.html 
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第 7 章 EC プラットフォームにおける模倣品対応 

第 1節 概要 

1. インターネット環境における模倣品の発生状況 

インターネットの急速な普及と発展に伴い、中国の EC 市場は拡大の一途をたどっている。EC 市場

の発展は、中国の人々の行動様式に多くの変化をもたらし、とりわけ、アリババや京東といった EC プ

ラットフォームについては、その存在なくして人々の消費生活は成り立たないといっても過言ではない

ほどに、人々の生活に深く浸透している。 

事業者の目線から見た場合、EC プラットフォームは、新たな取引の機会をもたらす可能性のある有

用なツールである一方、近年、模倣品や海賊版製品等の知的財産侵害製品の取引の温床にもなっている

のも紛れのない事実であり、EC プラットフォームにおける模倣品対策は、多くの事業者にとって悩み

の種となっている。 

インターネット環境における知的財産権侵害は、一般的な知的財産権侵害とは異なり、次のような特

徴を有している。 

 

（1）隠蔽性と公開性 

知的財産権自体が無形性と情報性という特徴を有するため、元来、知的財産権侵害行為は、その他

の侵害行為に比べて隠蔽性が高いものといえる。そして、インターネット環境における知的財産権侵

害行為の場合、侵害証拠の大部分がデータであるので、より隠蔽性が高くなる。かかる特徴は、侵害

行為に対する認定と追及をより困難にしていることもある。 

一方、ネット情報、特に第三者のプラットフォームでの情報は、通常、公開され、かつ記録が残さ

れているので（例えば、Tmall などで、製品の販売量などのデータが開示されている）、侵害責任を

追及する際の有力な証拠を得やすいという特徴もある。 

（2）開放性 

知的財産権の保護対象は、無体財産であってデジタル化しやすいものであるため、インターネット

環境との相性がよいという特徴を有する。また、インターネットは、誰もが情報にアクセスすること

を可能にする「開放性」を特徴とするものである。 

このような両者の特徴からすると、例えば、漫画や書籍といった著作権保護の対象となるコンテン

ツがデジタル化され、違法な共有サイト等にアップロードされてしまうと、それ以後、悪意のある第
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三者によって無制限に複製、伝達されていく可能性は否定し得ず、実際に、そのような知的財産権侵

害の事例は頻発している。 

（3）地域の広さと即時性 

多くのユーザーが利用する EC サイトや SNS 等のプラットフォームを通じて、物品の取引や情報

の交換がなされることで、即時に、かつ、地域を限定せずに知的財産権侵害物品等が広がっていく可

能性がある。 

実際に国や地域を跨ぐ侵害行為も多く発生しており、インターネット環境における侵害事例と伝

統的な侵害事例とを比べた場合、ある一つの侵害行為によりもたらされる損失の規模や範囲がより

大きくなる特徴がみられる。 

 

2. 電子商取引法などの立法状況 

電子ビジネスの著しい発展に伴い、インターネット上で店舗を開設してビジネスを展開している企業

又は販売店の数は増加の一途をたどっている。また、科学技術の進歩に伴い、インターネット経済は、

便利なサプライチェーン及び低コストという優位性を得て、実体経済に衝撃を与え続けている。 

中国国家統計局のデータによると、2018 年の中国におけるインターネット小売額は、前年比 23.9%

増の 9 兆 65 億元に達した。そのうち、実物商品のネット小売額は前年比 25.4%増の 7 兆 198 億元に至

り、社会消費財小売総額に占める割合は前年比 3.4%増の 18.4%となった。非実物商品のネット小売額

は 1 兆 9,867 億元となり、前年より 18.7%増加した。 

また、中国国家統計局のデータによると、2019 年の全国電子商取引額は、前年比 6.7%増の 34 兆 8,100

億元に達している。新型コロナウイルスが蔓延して以降、世界経済はその影響を大きく受けているが、

中国の電子商取引の分野における影響は極めて限定的であり、電子商取引プラットフォームを利用し、

オンライン放送（ライブストリーミング）により物販を行うという新たな消費モデルが流行する等、ニ

ューノーマルの世界の中でさらに重要性を増してきている。 

電子商取引が発展するにつれて、電子商取引プラットフォームにおける知的財産権の保護も重要にな

ってきている。立法面から見ると、2009 年から実施されている「権利侵害責任法」と 2020 年に可決さ

れた「民法典」の「権利侵害責任編」には、インターネットサービスプロバイダの義務・責任に関する

規定が設けられる等、着実に整備が進められてきている。 

また、電子商取引による会社経営、電子商取引契約の締結と履行、物流、電子決済サービス、電子商

取引の争議問題などを規範化し、電子商取引の持続した健全な発展を促進するために、電子商取引分野



 

246 

 

に関する初の法令として、2019 年 1 月 1 日より実施されている「電子商取引法」にも、電子商取引に

おける知的財産権の保護に関する規定が含まれている。 

同法において最も注目すべきポイントは、大型 EC モールサイトを展開する「電子商プラットフォー

ム経営者」に対して厳しい義務を課している点である。たとえば需要者の生命や健康にかかわる商品・

サービスに関して、電子商プラットフォーム経営者が、出店者の資質や資格について理解せずに、需要

者に損害を与えた場合、需要者に対する安全確保義務を怠ったとして、電子商務プラットフォーム経営

者がその責任を負うことになる。 

さらに、電子商プラットフォーム経営者が、知的財産権を侵害していたり、模倣品を販売している出

展者を放置した場合、制裁金が課せられることになる。このように、電子商プラットフォーム経営者側

に重い責任を課すことにより、悪質な出展者を市場から追い出すことができ、結果的に需要者が護られ

る仕組みの実現を図っている。 

ところで、電子商プラットフォーム経営者は、同法に基づき、需要者が書き込んだ商品やサービスに

対する評価を削除することができなくなっており、また、表示される取引数を水増し（架空取引）した

り、需要者を装って高い評価を書き込んだり（ユーザー評価の偽造）する行為も禁止されている。 

なお、2020 年 9 月、最高人民法院は「インターネット環境における知的財産権侵害係争に関する法

律適用問題についての回答」（以下、「ネット知財回答」という）と「電子商取引プラットフォームに

関わる知的財産権民事案件の審理についての指導意見」（以下、「電子商取引プラットフォーム意見」

という）を公布した。 

「ネット知財回答」は、裁判における法律適用に関する最高人民法院の司法解釈であり、知的財産権

権利者による証拠保全申立、インターネットサービス提供者及び電子商取引プラットフォーム経営者が

連帯責任を負う場合の要件、インターネットサービス提供者及び電子商取引プラットフォーム経営者が

ネットワークユーザ及びプラットフォーム内経営者による非侵害声明を処理する期限、悪意の非侵害声

明に対する懲罰的賠償の適用要件、知的財産権権利者による悪意のない虚偽通知提出の民事責任の免除

などのインターネット環境における知的財産権侵害に関する問題について規定している。 

「電子商取引プラットフォーム意見」は、最高人民法院による初めての電子商取引分野の知的財産権

保護問題に関する指導意見である。全体 11 条からなり、基本原則、一般規定、電子商取引プラットフ

ォームの知的財産権保護規則と管理措置、電子商取引プラットフォーム経営者の法的責任などをカバー

している。 
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同意見は、今までの判例における要旨に基づき作成され、今後の司法裁判への指導役割を果たすと考

える。例えば、第二条のプラットフォーム上の自営業務の認定に関する規定、第六条の通知人の悪意の

有無の認定に関する規定などは、規則を詳細化し、裁判基準を統一化するのが主な目的である。 

また、同意見は、業界の自律、ソーシャルガバナンスの促進にも焦点を当てている。例えば、第五条

の通知内容に関する規定、第七条の声明内容に関する規定などは、電子商取引プラットフォーム経営者

に効果的なプラットフォームガバナンス措置を制定し、これを実行させることで、電子商取引市場の規

制の中でのプラットフォームの積極性を発揮させ、知的財産権を尊重、保護し、市場の公正な競争秩序

を守るためのものである。 

実践において、アリババ電子商取引プラットフォームは 2003 年から知的財産権のクレーム制度の模

索を開始し、現在は既に比較的に完備な知的財産権オンライン保護メカニズムを形成している。京東（ジ

ンドン）や微信（ウィーチャット）、模倣品問題でよく指摘されている拼多多（ピンドゥオドゥオ）も

各自のプラットフォームにおける知的財産権紛争のオンライン解決メカニズムの構築を実現し又は構

築を模索している。 

第 2節 インターネット環境における模倣品への対応策 

1.オンラインでの対応の概要 

インターネットでの模倣品対策について、他の模倣品対策と同じく、侵害状況に応じて、警告、民事

訴訟、行政摘発や刑事告発などの手段を利用することができる。また、インターネットでの知財侵害の

特有の対応方法としては、侵害リンクの削除依頼がある。 

「中華人民共和国民法典」第 1195 条は、インターネット上において侵害行為が発生した場合、権利

者がネットワークサービスプロバイダーに通知し、リンクの削除、遮断、切断等の必要な措置を取るこ

とを要求する権利を有すること、同通知には初歩的な侵害証拠と権利者の真実身分情報を含まれるべき

であること、ネットワークサービスプロバイダーは、遅滞なく同通知を侵害者に転送し、初歩的な侵害

証拠と侵害行為の種類により必要な措置を取らなくてはならないことを規定している。 

当該規定により定められた責任を果たすため、大部分の EC プラットフォームでは、権利者向けの申

立ルートを設けており、EC サイト上において模倣品が販売されていることが確認できた場合に、被害

者である知的財産権者は、侵害リンクの削除や販売店舗の閉店を求める申請を提出することができるよ

うになっている。なお、同法においては、リンクの削除等の適切な措置を取らなかったことにより、損
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害が拡大した場合、EC プラットフォームは、損害の拡大部分に対して連帯責任を負わなくてはならな

い旨が定められている。 

EC サイトに対する模倣品の販売リンクの削除等の申請については、訴訟の提起等他の対策と比べて、

実施費用が安く、かつ、短期間で効果を得ることが見込めるものであるため、紛争を解決する時間的な

コスト又は費用上のコストを考えた場合には、最初に検討すべき選択肢となるものである。 

 

2.オフライン対応方法概要 

オフラインの対応手段については、これまでの章において詳しく紹介してきたが、特にネット侵害へ

の対応として、特別なやり方や留意点などを以下で紹介する。 

 

（1）警告状の送付 

警告状の送付は、自力救済ルートの一種として、侵害行為が軽微で、かつ、コストを抑えたい事件に

対して、行政救済と司法救済による手段を実施する前によく採用されるものである。また、知的財産権

侵害紛争における善意の抗弁の対抗手段にもなるものであり、警告状を送付することで、侵害者の善意

の抗弁による侵害責任の負担の回避を封じることができる。 

前述のとおり、模倣品が第三者の取引プラットフォームで販売されている場合、通常、取引プラット

フォームへ申立を提出する形式を採用できる。取引プラットフォームへの申立が妨げられたり、申立提

出後の効果がかんばしくなかったりする場合、被疑侵害者への警告と取引プラットフォームへの申立を

同時に進めるか、又は、直接に被疑侵害者に警告することができる。 

また、実務において、第三者プラットフォームが申立に対して対応を怠ったり、対応を躊躇して態度

を決めかねたりしている場合、権利者は、「権利侵害責任法」第 36 条第 2 項の規定に基づき、当該プ

ラットフォームに対して警告を発送し、直ちに関連事項の処理に着手するように催促することができる。 

なお、被疑侵害者の模倣品製造の経験が比較的豊富であったり、又は侵害状況が比較的深刻であった

りする場合、警告書を送付しても、無視されてしまい、如何なる効果も果たせない可能性もある。さら

に、相手方の警戒心を引き起こすことで、被疑侵害者に対策をする機会を与えてしまう可能性があるだ

けでなく、被疑侵害者が不侵害確認訴訟を提起して、逆に権利者が受身になってしまうようなリスクが

生じることも考えられる。 
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警告状の送付は、早急に紛争を解決することに意義があるものの、行政救済や司法救済を得るために

不可欠な前置手続でもなく、上記のようなリスクが発生することもあるため、具体的な侵害状況に応じ

て、直接行政摘発又は訴訟の対策を取ることも考えるべきである。 

 

（2）行政摘発 

侵害品のネット販売に対する EC プラットフォームへのリンク削除等の申立は、販売流通における問

題を解決できるだけで、その根源となる侵害品の製造等を絶つ効果が欠如している。そのため、単純に

第三者プラットフォームを介する申立提出方法を採用するだけでは、根本的な解決とはならず、侵害が

絶えず発生してしまう可能性がある。 

したがって、侵害が深刻で、権利侵害品がインターネット上に氾濫している場合、第三者プラットフ

ォームに申立を提出することにより、販売段階から侵害品の流通を阻止すると同時に、インターネット

における販売情報を手がかりにして、在庫のある実店舗、代理店、倉庫、製造者等を追及し、調査して

いくことが重要である。 

調査の結果、権利侵害品の製造からネット流通までの各段階における実体経営者を突き止めることが

できた場合、現地市場監督管理局や税関における行政摘発によって、製造分野における権利侵害行為を

阻止し、根本的に権利侵害品の販売に係る問題を解決することも考えられる。行政摘発の手段を採用す

る場合、次の問題に注意を払う必要がある。 

まず、権利者は、それぞれ異なる知的財産権侵害に基づき、それに対応する行政部門へ取締りの申立

を提出すべきである。具体的には、被疑専利権侵害製品、被疑商標権侵害又は不正競争に係る製品の販

売行為については、製造者又は販売者所在地の市場監督管理局へ、被疑著作権侵害製品の販売行為につ

いては、製造者又は販売者所在地の版権局へそれぞれ取締りの申立を提出する必要がある。また、模倣

品が外国から輸入されたものである場合、当該製品輸入地の税関へ取締りの申立を提出することになる。 

次に、取締前の調査が極めて重要である。ネット上の店舗について、ネット販売店舗の所在地の当局

に取締り申立を提出することができるものの、ネット上の店舗に対する取締りによって得られる最終的

な成果は、当該ウェブサイトの閉鎖に過ぎない。侵害者は、また別のウェブサイトを開設することがで

きるので、再犯への抑止力もなく、当該取り締まりによって得られる効果は僅かであるといえる。 

したがって、より良い取締りの効果を確保し、侵害者に打撃を与え、侵害の再発を防止するためには、

事前の調査を経て、模倣品の製造者及び販売者の実体経営者を確定し、実体経営者に対する取締りを行

うことがより重要である。 
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なお、行政摘発の際、行政機関は、侵害行為が非常に深刻で、刑法に違反し、犯罪になるおそれがあ

ると認める場合、事件を公安（警察）機関に移送する。その他、権利者が侵害者の被疑犯罪の手がかり

を把握した場合、公安機関に刑事犯罪を告発することができる。 

 

（3）民事訴訟 

侵害品のネット販売に係るさまざまな対策の中でも、民事訴訟は、被疑侵害者に対して大きなプレッ

シャーを掛けることができると同時に、和解等の形式を介して早期に紛争を解決することにより、長引

く訴訟手続を回避することができるものである。特に上述のさまざまな手段によって効果がさほど見ら

れない場合、訴訟の意義は非常に大きくなる。しかも、訴訟は、侵害行為を差し止められるだけでなく、

侵害行為による損害賠償金も請求することができる点にもメリットがある。訴訟ルートを選択する際に

は、以下のことに注意を払う必要がある。 

まず、訴訟を提起する場合、前記の調査・証拠収集作業が非常に重要となる。行政摘発と同様に、侵

害品のネット販売行為の製造元を確定することは難しく、また、掲載されている被疑侵害店舗の所在地

が真実でない可能性もあるので、提訴する前に、被告の真実の身分及び所在地を確定しなければならな

い。 

また、行政摘発に比べ、証拠に対する裁判所の要求がより厳しく、かつ、通常行政機関のように現場

での調査・証拠集めをすることはできない点において困難を伴うことが多い。原告が勝訴を得るために

は、経験のある調査会社等を利用して十分な証拠を入手するとともに、入手した証拠が瑕疵あるものと

されることがないよう、侵害の証拠としてサンプル等を購入する際には購入過程に対して公証手続を行

う等、証拠の証明力を確保することが重要になる。 

次に、訴訟管轄地に対してもさまざまな選択がある。現在、実務においては、通常、北京、上海、広

州などのような知財裁判レベルが高い地方を証拠保全の優先地域としている。特に知的財産権裁判所の

設立によって、北京、上海、広州等の都市の知的財産権保護に対する意識及び司法保護のレベルは、そ

の他の地域よりも著しく高くなっており、司法判断における地方保護主義の影響を一定程度まで減らす

ことを期待できる。 

しかし、単純に製品の受領地を北京、上海、広東にしただけで、当該地を侵害行為地として提訴がで

きるようになるわけではない。そのため、実務においては、北京、上海、広東を所在地とする店舗を探

して、これらの店舗から侵害製品を購入できた場合に、当該店舗を共同被告として、北京、上海、広州

知財裁判所への提訴をするという手段がとられている。 
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（4）刑事告発 

デッドコピー品の販売が一定の量に達成する場合、刑事事件とすることができるが、通常、デッドコ

ピー品の販売量の証拠収集には困難を伴うことが多く、刑事事件化するのは容易ではない。 

前述のように、侵害品のネット販売事例においては、プラットフォームで販売記録が残されているの

で、対応する際に、これを証拠として利用できる。しかし、EC プラットフォームが開示するのは、関

連する販売記録の一部となることがほとんどで、大部分のデータは店舗の営業秘密情報として対外的に

開示されない。例えば、TMALL では同リンクの総販売量のデータを開示しているが、リンクが削除さ

れた後には、販売量のデータを開示することはない。 

すべての販売記録は、プラットフォーム側には残されているが、秘密情報の保管と関連するため、行

政機関、裁判所や公安機関によってのみ取り寄せることが可能なものである。 

そのため、被害者自らが販売記録を取り寄せることはできず、例えば、刑事事件の場合、被害者によ

る公安機関への告発を経て、公安機関より EC プラットフォーム側に販売データの提出を促すことにな

る。公安機関は、EC プラットフォームから取り寄せた情報に基づき、販売量が確かに大きいことが確

認できた場合には、これを刑事事件として扱うことになる。 

 

3.オンラインとオフラインの比較 

 対応 コスト 周期 得られる効果 困難な点やデメリット 

オ

ン

ラ

イ

ン 

クレームの提出 
かなり 

低い 

2 週間 

程度 
リンク閉鎖 

相手側による異議が認められた場

合、主張できなくなる 

オ

フ

ラ

イ

ン 

警告状 低い 
1 ヵ月 

程度 
侵害停止 

相手側が対応しない場合、別の手段

で対応する必要がある 

行政 

摘発 

訴訟より

低い 

3～6 ヶ月

程度 

侵害停止と侵害者

への行政処罰 

類似性の判断が慎重で、賠償金をと

れない。 

民事 高い 1 年程度 侵害停止と 判断レベルが一番高く、賠償金を貰
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訴訟 賠償金 えるが、コストも高くなる。 

刑事 

告発 

訴訟より

低い 

3～6 ヶ月

程度 

侵害停止と侵害者

への刑事罰 

情状が厳重であるデッドコピーの事

件に限られる。 

第 3節 オンラインクレーム手続の紹介 

これまで述べてきたように、インターネット環境において、模倣品のネット販売行為、及び他の侵害

行為が存在している。以下に、インターネットにおける模倣品に対するクレーム手続を紹介する。通常

の流れについて、下記を参照のこと。 

 

〇違法リンク削除の申立てに係る一般的なフローチャート 

 

 

（1）申立提出者の情報の登録（ユーザー登録・資格審査） 

ここに言う申立提出者とは、権利者自身の場合もあれば、代理人の場合もある。取引プラットフォ

ームより確認されることに備えて、申請時に登録する情報は企業の営業情報と一致しなければなら

ない。さらに、今後提出する資料の真実性と合法性を保証する旨の保証書 1 部を提出する必要があ

る。 

（2）権利者の権利登録 

著作権登録証書、特許登録証書、商標登録証書等の権利帰属書類の複写本等合法的で有効な権利証

明を提出しなければならない。 

（3）侵害リンク及び侵害店舗に係る情報の提供（削除申立） 

侵害品販売リンク及び侵害店舗に係る情報を取引プラットフォームに提供し、かつ、侵害理由を簡

単に説明しなければならない。 

（4）販売者の抗弁に対する対応（異議対応・リンク削除） 

被疑侵害リンクが一時閉鎖されたことに対して販売者からの反応がない場合、EC プラットフォー

ムは、販売者が侵害の成立を黙認したとみなし、関連リンクを削除する。 
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販売者が抗弁をした場合、当該抗弁理由に対する審査が行われる。審査の結果、抗弁が成立すると

きには、権利者は、第三者プラットフォームにおける更なる判断に資するよう、侵害理由に係る詳細

な説明又は専業鑑定報告等の根拠を追加で提供しなければならない。一方、抗弁が成立しないときは、

関連リンクは削除される。なお、実務上、大多数の販売者は抗弁をする。 

（5）申立てに係る注意点 

取引プラットフォームへの申立に関しては、例えば、知的財産権侵害を判定する能力に限りがある

等、さまざまな限界がある点に注意しなければならない。また、一部の電子商取引プラットフォーム

の知的財産権に対する保護は、依然として不十分であり、対応が芳しくないことも多くある。そのた

め、申し立てを唯一の手段とはせず、具体的な状況に基づいて当該手段を採用するか否かを酌量し、

考慮する必要がある。 

なお、知的財産権侵害に係る証拠は存在しなくなりやすいので、申立を提出する前に証拠保全を行

うことに特に留意が必要である。 

 

1.アリババ 

（１）アリババの概要 

アリババグループ傘下の主要ショッピングサイトはタオバオ、T モール、アリババ、アリエクスプ

レス、アリババ国際の計 5 つ存在し、各サイトの性質、特徴は以下のとおりである。 

 

 アリババ傘下の主要ショッピングサイトの特徴 

サイト名 URL 特徴 主な出品者 

タオバオ https://www.taobao.com/ 中国最大 EC サイト 
個人、企業 

（小売） 

T モール https://www.tmall.com/ 
ブランド商品に特化した

EC サイト 
国内・国外企業（小売） 

アリババ https://www.1688.com/ BtoB 専門 EC サイト 
企業 

（メーカー、卸売） 

アリエクスプレス https://www.aliexpress.com/ 

海外消費者向け 

EC サイト 

個人、企業 

（小売） 
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アリババ国際 http://www.alibaba.com/ 

海外消費者向け 

BtoB 専門 EC サイト 

個人、企業 

（メーカー、卸売） 

上記のうち、中国国内では特にタオバオの規模が大きい。また、タオバオは商品の売買のみなら

ず、小売に関する各種関連サービスや最新トレンド情報を提供し、消費者間及び出品者間のコミュ

ニケーションも可能なソーシャル機能も備え、色々なチャレンジを行い、中国 EC サイト業界を引

っ張る存在となっている。 

 アリババは、従来、知財の保護に力を入れており、オンライン上の模倣品対応について多くの経

験を有している他のプラットフォーマーと比べた場合において、クレーム対応等において、対応の

スピードが速くて、専門的で判断のレベルが高く、多くの権利者からの信頼を得ている。 

 

（２）アリババにおける申立ての概要 

アリババの運営する各種 EC サイトにおいて、知的財産権（商標権、著作権、意匠権等）を侵害する

ような掲載が確認できる場合、IP Protection Platform という専用プラットフォームから Alibaba.com

に無料で申請することができる。申請が認められた場合、被申請者には信用ポイントが控除される、又

はリンク削除、オンラインショップの閉店等のような強制的措置が施行される。中国語、英語又は日本

語のインターフェースも用意されており、日本企業にとっても利用しやすい構成になっている。49 

 

（３）申立て手順 

アリババ傘下の各種ECサイトに対する申立て手順の詳細については、次ページ以降を参照ありたい。 

申立てに際しては、侵害の申立ての根拠となる知的財産権に応じて、知的財産権の種類及び申告の理

由を選び、被疑侵害行為を行っている店舗のリンク及び簡単な説明を補充して提出すれば、相手側に通

告がなされ、その後、確認された被疑侵害リンクが一時閉鎖される。 

相手側が抗弁をする場合、メールの連絡先に通告メールが届く。その際、プラットフォームによる処

理を選択すると、プラットフォームによる判断がなされることになる。プラットフォームが侵害が存在

する旨の判断をした場合、関連リンクは削除され、かつ、当該侵害履歴が記録される。 

 

 
49 http://wp-service.alibaba.co.jp/manual_detail/id=195 
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 アリババ傘下の各種 EC サイトに対する申立て手順 
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〇 商標権の登録 
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〇 著作権の登録 
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〇 特許権（発明専利権）の登録 
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〇 意匠権（外観専利権）の登録 
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〇 実用新案権の登録 
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〇 その他の知的財産権の登録 
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2.京東（JD.com） 

（１）京東（JD.com）の概要 

京東の前身は「360buy」というサイトであり、現在は主に家電・PC・家具・衣類・食品・書籍などの

様々な商品を販売している。配達の早さ（中国の多くの地域において、オーダーから１〜2 日以内に商

品を配達できる）、模倣品の少なさ（他の EC サイトに比較すると少ないと言われる）で一気に人気を

獲得し、一般消費者向けサイトとしては、アリババが運営するタオバオに次ぐ規模まで成長した。経営

規模の拡大とともに、ネットでの模倣品対応のレベルも高くなった。アリババと同じく、その判断レベ

ルも比較的専門的で、多くの権利者からの信頼を得ている。 

 

（２）JD.comにおける申立ての概要 

JD.com上において、アリババと同様の知財保護システムを有している。知財侵害申立に対するプロセ

スもほぼ同じであり、申立専用プラットフォーム50から無料で申請を行うことができ、当該申請が認め

られると、違法リンクが削除される。2021 年 2月現在において、インターフェースは中国語に限定され

ている。 

 
（３）申立て手順 

ログインしてから、「知識産権保護」をクリックし、会社情報や連絡先等を補充する画面に入る。 

 
50 https://passport.jd.com/uc/login 
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〇 ユーザー登録ページ 

 

 

① 邮箱地址⇒メールアドレス 

② 联系电话⇒電話番号（携帯番号も可） 

③ 权利人所在地⇒権利者所在地 

④ 联系地址⇒連絡住所（代理人の住所も可） 

⑤ 权利人类型⇒権利者類別、「個人」と「企業」から選択 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 
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⑥ 权利人名称⇒権利者名称 

⑦ 权利人身份证明⇒権利者身分証明 

⑧ 是否使用代理人⇒代理人有りか否か、「はい」と「いいえ」から選択 

※ この選択により、下記⑨から⑪の情報を記入するか否かが決まる 

⑨ 代理人名称⇒代理人名称 

⑩ 代理人身份证明⇒代理人身分証明 

⑪ 委托书⇒権利者から代理人への授権書 

メールアドレス、電話番号、所在地、連絡住所、権利者類別、権利者名称と身分証明、代理人の有無、

代理人の名称と身分証明、委任状等を補充した上、プラットフォームに提出する。 

 

〇 商標権の権利登録ページ 

 

 

① 产权类型⇒権利類別 

② 产权名称⇒権利名称 

③ 产权编号⇒権利番号 

④ 商标注册证⇒商標登録証 

⑤ 其他⇒その他の資料 

⑥ 产权有效期⇒権利有効期限 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
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〇 特許権（発明専利権）の権利登録ページ 

 

 

① 产权类型⇒権利類別  

② 产权名称⇒権利名称 

③ 产权编号⇒権利番号  

④ 发明专利证书⇒発明専利証明書 

⑤ 侵权对比分析⇒権利侵害対比分析書 

⑥ 其他⇒その他の資料 

⑦ 产权有效期⇒権利有効期限 

  

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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〇 実用新案権の権利登録ページ 

 

 

① 产权类型⇒権利類別  

② 产权名称⇒権利名称 

③ 产权编号⇒権利番号  

④ 实用新型专利证书⇒実用新案専利証明書  

⑤ 专利权评价报告⇒専利権評価報告書  

⑥ 侵权对比分析⇒権利侵害対比分析書  

⑦ 其他⇒その他の資料  

⑧ 产权有效期⇒権利有効期限 

 
  

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 
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〇 意匠権（外観専利権）の権利登録ページ 

 

 

① 产权类型⇒権利類別  

② 产权名称⇒権利名称  

③ 产权编号⇒権利番号  

④ 外观设计专利证书⇒外観設計専利証明書  

⑤ 专利权评价报告⇒専利権評価報告書  

⑥ 其他⇒その他の資料  

⑦ 产权有效期⇒権利有効期限 

 

  

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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〇 著作権の権利登録ページ 

 

  

① 产权类型⇒権利類別  

② 产权名称⇒権利名称  

③ 著作权初步证明⇒著作権証明書  

④ 其他⇒その他 

 

〇 証明資料の提出 

各権利の登録ページにおける登録が完了した後、根拠とする権利に応じて、それぞれ権利の類別、名

称、番号、有効期限等を示す資料（証明資料）を補充する。 

  

① 

② 

③ 

④ 
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〇 申立てページ 

 

 

① 产权类型⇒権利類別、その後、登録済みの権利を選択  

② 投诉连接⇒申請リンク  

③ 上传其他资料⇒その他の資料をアップロード  

④ 投诉说明⇒申請説明 

 

権利によって、侵害リンク、侵害判断のための資料、侵害理由等を補充した上で提出する。EC プラ

ットフォームは、侵害が存在すると判断した場合、関連リンクを削除する。 

 

① 

② 

③ 

④ 
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3.テンセント・微信 

（１）テンセント・微信の概要 

WeChat（微信、ウィーチャット）は、テンセントが 2011 年にリリースした、文字や音声、写真や動

画、グループチャットなどでコミュニケーション通知などの機能を持つ無料メッセージアプリである。

月間アクティブユーザは 12 億以上となっている。EC サイトとは異なり、主に SNS として利用されてい

るので、違法著作物の無断掲載等の知財侵害行為が多発している。 

 

（２）テンセント・微信における申立ての概要 

微信（WeChat）における申し立ての方法は、アリババと京東とは少し異なり、公式アカウント51を有

している場合、公式アカウントにおける侵害申し立て機能を利用することが可能である。公式アカウン

トがない場合、個人ユーザーで二次元コードをスキャンし、削除申し立てをすることができる。保有す

る権利毎に、侵害リンクの特定、侵害判断資料の提出、侵害理由の補充等をした上で申し立てをする。

申請に対する審査を経て、EC プラットフォームが侵害が存在すると判断した場合、関連内容を削除す

る。 
 

  

 
51 WeChat の公式アカウントは著名人や企業・団体・組織がユーザーにむけて情報発信を行う目的で設けられている。公式ア

カウントはサービスアカウント、サブスクリプション（購読）アカウント、コーポレートアカウントの 3 種類がある。 
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〇 申立てページ 

 

① 我要投诉⇒申立  

② 我要申诉⇒異議  

③ 提交记录⇒申立履歴  

④ 申请侵权投诉⇒申立申請 （このアイコンを選択して、権利登録ページに進む） 

 

① ② ③ 

④ 
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〇 権利登録ページ 

 

① 

② 

③ 

④ 
⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 
⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 
⑯ 
⑰ 

⑱ 

⑲ 

⑳ 
㉑ 

㉒ 

㉓ 
㉔ 

㉕ 

㉖ 

㉗ 

㉘ 
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① 权利人类型⇒権利者の形態 

② 名称⇒名称 

③ 营业执照或组织机构代码证⇒営業許可証/組織機構コード証 

④ 有效证件扫描件⇒有効証明書のスキャン 

⑤ 请上传营业执照或组织机构代码证清晰彩色原件扫描件或数码照⇒営業許可証/組織機構コード証

のカラースキャン或いはデジタル写真アップロード 

⑥ 通信地址⇒連絡住所 

⑦ 邮编⇒郵便番号 

⑧ 联系人⇒連絡人（担当者） 

⑨ 手机号码⇒携帯番号 

⑩ E-mail⇒メールアドレス 

⑪ 是否为代理人⇒代理人であるか 

⑫ 代理人：指经权利人合法授权的人。权利人委托代理人发出通知的，代理人必须提供权利人的委托

书。代理人发出的每个不同的通知均需获得权利人的分别明确授权。 

⇒代理人：権利者が合法的委任したものである。権利者は代理人に申し立て通知を委任する場合、

代理人は委任状を提出しなければならない。代理人の申し立て通知はすべて権利者からの委任が

必要。 

⑬ 代理人类型⇒代理人形態 

⑭ 名称⇒名称 

⑮ 有效证件号⇒有効証明書番号 

⑯ 有效证件扫描⇒有効証明証スキャン 

⑰ 请上传营业执照或组织机构代码证清晰彩色原件扫描件或数码照 

⇒営業許可証/組織機構コード証のカラースキャン或いはデジタル写真アップロード 

⑱ 通信地址⇒連絡住所 

⑲ 邮编⇒郵便番号 

⑳ 联系人⇒連絡人（担当者） 

㉑ 手机号码⇒携帯番号 

㉒ E-mail⇒メールアドレス 

㉓ 代理委托⇒委任状 
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㉔ 请上传代理委托书，委托书由提交者拟定，必须明确代理人及权利人全称/姓名、授权委托权限，并

含有代理人及权利人的完整签章，能证明代理人有完整权限代表权利人实施本次投诉。 

 ⇒委任状アップロード。委任状は提出者が作成し、代理人及び、権利者の全称/氏名、委任権限を明

確しなければならない。代理人は本申立を実施する権利があることを証明できるよう、代理人と

権利者の捺印も必要 

㉕ 投诉分类⇒申立分類 

㉖ 侵权账号⇒侵害者アカウント 

㉗ 投诉描述⇒申立記載 

㉘ 有效证明材料扫描件⇒有効証明書のスキャン 

 

微信（WeChat）における申し立てを提出する場合、権利者の種類、名称、営業免許、連絡先、郵便番

号、連絡者、携帯番号、メールアドレス、代理人の情報等を記入し、申し立ての種類、侵害者のアカウ

ント、申し立ての理由を補足した上で、申し立てを提出する。申し立ての情報が確認された後、その書

面を確認し、捺印したものをアップロードする必要がある。 
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〇 申立てページ 

 

① 投诉通知书⇒申立通知書  

② 请上传加盖公章或签名的《微信公众平台投诉通知书》扫描件。表格中的内容不得修改。⇒ 捺印若

しくは署名済の『微信公众平台投诉通知书』の電子版をアップロード 

 

① 

② 
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4. 拼多多（PDD） 

（１）拼多多（PDD）の概要 

拼多多（ピンドゥオドゥオ）とは、共同購入システムができる中国の EC サイトである。共同購入に

よって商品を安く購入できる点を特徴として、短期間で大きく成長を遂げている。経営規模の拡大とと

もに、ネットでの模倣品対応システムも整備されてきている。 

 

（２）拼多多（PDD）における申立ての概要 

拼多多サイトにおいても、アリババや京東と同様に、知財侵害申立て専用のプラットフォーム

（https://ipp.pinduoduo.com/cpp/index）を設置している。権利者がアクセスし、権利によって必要な

情報を登録する必要がある。個人の場合、中国の ID カード（身分証）の情報を提出し、企業の場合に

は、営業免許証明を提出する。 

 

（３）申立ての手順 
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〇 ユーザー（自然人）の登録ページ 

 

 

① 姓名⇒名前 

② 身份证件号⇒ID カード番号 

③ 上传身份证⇒ ID カードをアップロード 

④ 身份证有效期⇒ ID カードの期限 

 

① 

② 

③ 

④ 
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〇 ユーザー（企業）の登録ページ 

 

 

① 企业名称⇒企業名称 

② 统一社会信用代码⇒営業許可番号 

③ 上传营业执照⇒営業許可証をアップロード 

④ 营业执照有效期⇒営業許可の期限 

  

① 

② 

③ 

④ 
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〇 商標権の権利登録ページ 

 

 
 

① 商标注册证⇒商標登録証 

② 商标注册号⇒商標登録番号 

③ 商标名称⇒商標名称 

④ 商标注册类别⇒商標登録の区分 

⑤ 商标注册人⇒商標登録者 

⑥ 商标有效期⇒商標有効期限 

⑦ 商标续展证明⇒商標更新証明 

⑧ 商标转让证明⇒商標譲渡証明 

⑨ 商标变更证明⇒商標変更証明 

 

  

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 
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〇 専利権の権利登録ページ 

  

① 专利证书⇒専利登録証 

② 该专利已实施生产⇒同専利が実施されたが 

③ 专利实施生产主体⇒同専利の実施主体 

④ 主体证明⇒主体の証明 

⑤ 专利类型⇒専利の種類 

⑥ 专利号⇒専利番号 

⑦ 专利名称⇒専利の名称 

⑧ 专利权人⇒専利権者 

⑨ 专利申请日⇒専利の出願日 

⑩ 专利有效期⇒専利の有効期限 

⑪ 专利转让证明⇒専利の譲渡証明 

⑫ 专利变更证明⇒専利の変更証明 

⑬ 专利评价报告⇒専利の評価報告 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 
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〇 著作権の権利登録ページ 

  

① 著作权作品登记证书⇒著作権登録証 

② 登记号⇒登録番号 

③ 作品名称⇒作品の名称 

④ 著作权人⇒著作権者 

⑤ 加盖版权局公章的登记作品页⇒当局印鑑付きの著作物内容ページ 

⑥ 作品首次公开发表材料⇒初めの著作物公開発表の証明資料 

⑦ 作品首次公开发表时间⇒初めの著作物公開発表の時間 
 

権利を登録した後、侵害の根拠とする権利を選び、申立ての種類、侵害リンク、侵害の具体的な理由、

メールアドレス及び添付書面等を補充し、申請を提出する。 

  

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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〇 申立てページ 

 

 

① 选择要投诉的知识产权⇒知財の種類を選択してください 

② 投诉理由⇒申請の理由 

③ 投诉链接⇒被疑侵害リンク 

④ 请输入理由说明⇒侵害理由の説明 

⑤ 电子邮箱⇒申請者のメールアドレス 

⑥ 举证材料⇒立証材料 
 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
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5.その他 

上記以外、蘇寧易購、1 号店、網易コーラ等のプラットフォームもあるが、知財侵害申立ルールはほ

ぼ同じで、「権利者身分の確認」→「知的財産権利の確認」→「侵害申立の提出」→「異議への反論」

というプロセスで進める。 

多くのプラットフォームでは、知財侵害申し立て専用のシステムを設けているが、一部のプラットフ

ォームではまだ申請の専用システムが整備されていない。そのような場合、アフターサービスなどのル

ートを通じて、知財侵害の状況を説明し、その後、知財担当者に取り次いでもらうやり方が考えられる。 

専用のシステムがない場合、処理のタイミングがバラバラとなる傾向が強く、申請を提出した後、早

めに処理してくれることもあれば、なかなか処理してくれないこともある。担当者の対応次第では、効

率よく処理を進めてもらえる可能性もあるが、全般的に手続きが不透明となる。 

第 4節 実務における諸問題と注意点 

1.証拠の確保 

模倣品対策において、証拠の収集は非常に重要である。証拠収集に係る方針として、基本的な情報に

ついては権利者自身で収集し、模倣業者の情報、侵害品の製造、販売状況などの収集が難しい情報につ

いては、専門の法律事務所、或いは調査会社に依頼するというのが一般的である。 

インターネット上で模倣品を発見した場合、如何にして証拠を入手するかということが重要になって

いる。インターネット上の情報は、絶えず変更、削除することができるので、模倣品を発見したら、直

ちに証拠保全をするのが得策である。現在、よく採用されている方法としては、公証による証拠保全の

方法がある。 

具体的には、公証人の立会いの下で、インターネット上で模倣品を購入する過程、模倣品入手の過程

に対して公証を行うことである。このような購入から模倣品入手までの過程を公証すれば、模倣品その

ものだけでなく、模倣品を販売するメーカーの情報などについても公証書に記載されることになり、そ

の後、関連当局へ取締りを請求する場合、有力な証拠になる。 

公証付購入のほか、侵害画面についてのネット公証、タイムスタンプも有効な手段として広く利用さ

れている。 

 

2.反論への対応 
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前述のように、オンラインでのクレームにおいて、権利者によるクレームの通知を受けた後、電子商

プラットフォームはまず初期段階の形式審査を行う。初期審査を通した後、クレーム情報を売り手に通

知する。売り手は証拠又は商品の合法性に関する証拠資料を提出し、オンラインで異議（クレームを拒

否する通知）を提起できる。 

売り手が異議を提起した後、システムは自動的に権利者に意義に関する通知を送付する。権利者が異

議の内容を認める場合、商品リンクは削除されず、維持されることになる。権利者が異議の内容を認め

ない場合、プラットフォームが再び審査を行い、商品リンクを削除するかどうかが決定される。 

プラットフォームが、実質審査によって非侵害と判断した場合、権利者は、プラットフォームに対し、

書面にて侵害証明材料を送付し、再度の審査を申請することができる。 

実務上、オンラインのクレーム提出は正当な権利者によるものだけでなく、競争相手を打撃する手段

として乱用されることも珍しくない。そのような状況にあって、プラットフォームは、知財保護とビジ

ネスの安定のバランスを図る必要もあり、慎重に審査をする傾向がある。例えば、商標権や意匠権の侵

害に係る申請について、これが完全に同一の商標や意匠に係るものではなく、類似範囲に該当すること

を理由とするものである場合、売り手が異議を提出し、相違点を主張したときは、プラットフォーム側

において侵害に該当するかどうかを判断する能力がないとの理由で、クレームを認めず、リンクを削除

しないことがよくある。 

その場合においては、権利者は、積極的にプラットフォームと交渉し、侵害の理由と証拠を補充しつ

つ、最終的な審査結果として非侵害と判断されることを想定して、オフライン対応も取ることを検討し

たほうが得策である。つまり、行政摘発や訴訟の手段を通じて、行政又は司法の判断結果を貰ったほう

がよい。確定の行政決定又は司法判決があれば、侵害リンクへの削除は容易になる。 

 

3.非侵害際の救済ルート 

経済のグローバル化に伴い、中国市場への進出又は知的財産権のポートフォリオが遅れている国際ブ

ランドは、知的財産権が先取り登録されてしまう恐れがある。知的財産権に関する不合理なクレームを

受けた場合、オンライン解決メカニズムを活用することは重要である。 

売り手側から見た場合、電子商取引プラットフォームで権利侵害のクレームを受けた場合、これに対

抗するための 2 つの機会が与えられている。一つは、権利侵害の通知を受けた後、侵害を構成しないと

主張する反通知を行うことである。もう一つは、プラットフォームに権利侵害が認められた後に不服を

申し立てることである。いずれの段階においても、権利侵害ではないと主張する理由は、権利者のクレ
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ームした権利の成立可否、及びクレームされた権利侵害行為の成立可否という視点から展開すべきであ

る。 

したがって、権利侵害の通知を受けた後、売り手が適時に権利者の権利の基本的な内容を調べ、自身

の行為が相手の知的財産権の保護範囲に含まれるかどうかを判断する必要がある。相手方の権利の基本

的な内容に瑕疵がある場合、又は合法的な抗弁理由がある場合、売り手も積極に反通知義務を履行し、

できる限りオンラインプラットフォームの規則に基づき抗弁を行うべきである。 

権利濫用ともいえる悪意のクレームに対しては、それに相応する反撃をすべきである。一般的には、

不合理なクレームは次のような場合である。 

① 他人の商品の包装、装飾（一部の要素）について、商標や意匠を先駆け出願し、又は著作権を登録

し、それに基づいてクレームすること。 

② パブリックドメインのデザインや進歩性を有しない創作について意匠を出願し、又は著作権を登

録し、それに基づいてクレームすること。 

③ 地理的表示、慣用名称などについて商標を出願し、それに基づいてクレームすること。 

特に、中国市場への進出が遅れている外国の著名ブランドは、その標識や商品の包装などを先取り登

録されることも多いため、これらブランドの中国への展開に大きな影響を与えている。 

明らかに悪意のあるクレームに対し、オンラインプラットフォームの内部規制で解決できれば、オン

ライン解決メカニズムの簡易・迅速であるという優位性を十分に発揮できる。悪意クレームが経営者の

正常な経営活動に大きな支障をきたす場合、他の法律ルートで救済を図ることができる。 

悪意の商標登録行為に対し、本当の権利者が商標登録の無効審判を別途請求することによって救済を

得ることができる。一方、「通知-削除」というプロセスは、権利侵害警告の要件を満たしているため、

クレームされる側は権利者に権利行使の催告を発送し、非侵害確認訴訟によって解決を図ることもでき

る。その他、権利濫用の不正競争訴訟などを提起し、悪意クレームの提出者の責任を追及することもで

きる。 

 

4.リスクの回避 

前述のように、EC サイトに店舗を設立し、製品を販売する場合において、関係製品が被疑侵害とな

るときは、クレームが提出されたうえで、販売リンクが削除され、店舗の評価に対してもマイナスの影

響を与え、さらには店舗を閉鎖されるおそれもある。これらのリスクを避けるため、EC サイト上で店

舗を運営する上では、知財の面に関して、次の点への注意が必要である。 
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専利権に 

関して 

⚫ 自社の製品を販売する際に、できる範囲で専利権侵害とならないことを事前に

確認し、クリアランスする。 

⚫ 他社の製品を販売する際に、製造者や仕入れ先から非侵害である旨の確約を貰

い、第三者に侵害と主張された場合、仕入先が責任を負担するよう要求する。 

商標権に 

関して 

⚫ 自社が製品、店舗、宣伝用語で使用している商標、商号、標識、ロゴマークなど

について、できる限り、商標として登録する。 

⚫ 自社の登録商標以外で、製品、宣伝紹介、製品販売リンクのテーマ、店舗などで

使用している標識については、他社の登録商標を侵害しないものであることを

事前に確認し、クリアランスする。侵害の可能性があるものの使用をできる限り

避ける。 

著作権に 

関して 

⚫ 店舗や製品の販売リンクでの紹介では、他社の紹介、写真、カタログなどをその

まま利用してはいけない。 

⚫ 店舗や製品の販売リンクでの紹介で使用している自社の紹介、写真、カタログな

どにつき、事前に著作権登録をする。 

不正競争と 

その他 

⚫ 宣伝紹介文などにおいて、根拠がなく、誤認されやすい表現は使用しない。 

⚫ 他社製品との対比などをしない。特に、他社の店舗や製品に、根拠なくマイナス

の影響を与えるようなことをしない。 

⚫ 他社店舗又は製品特有の名称、包装、装飾及び他社の略称などと同一又は類似し

ているものを使用しない。 

⚫ 他社の真正品を販売する場合でも、他社の許可を得ずに、他社と何かしらの関係

があると誤認されるような活動は一切しない。 

 

5.越境EC 

越境ECは、国をまたいで行うネット販売のことと指している。中国向けの越境ECには、大きく分

けて、①中国国内の保税区に商品を保管し、保税区から消費者に商品を発送する方式（保税区モデ

ル）と、②中国国外から中国国内の消費者に直接商品を発送する方式（直送モデル）の2つの方式が存

在している。中国向け越境ECでよく活用されているのは、中国のECプラットフォームに出品し、商

品の注文があった際に、中国にあらかじめ商品を輸送しておいた倉庫から配送する方法である。 
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特に近年における、中国の越境EC市場の成長は著しく、中国国内の消費者における日本製品の高い

人気を背景に、日用品や化粧品等を中心に、日本企業による中国向け越境ECでの販売額は増加を続け

ている。 

中国の各都市にある保税区（越境EC試験区）の倉庫であれば、商品を置いておくことができ、日本

から中国に個別に配送する方法よりも、中国にある保税倉庫から配送する方が、配送期間が短く、コ

ストも安く済むメリットがある。中国の現地モールサイトについては、天猫国際（TmallGlobal）52が

2013年に、JDWorldWide（京東国際）53日本館が2014年に誕生し、それ以外、網易コーラ、唯品国

際、小紅書などのプラットフォームも成長してきている。また、近年、現地法人でなくても越境ECが

出店可能になっている。 

2019年、日本・米国・中国の3か国間における越境ECの市場規模は、いずれの国の間でも増加し

た。なお、中国消費者による日本事業者からの越境EC購入額は1兆6,558億円（前年比7.9%増）、米国

事業者からの越境EC購入額は2兆94億円（前年比16.3%増）であり、引き続き増加している。 

 

国 越境EC購入額 伸び率 

日本 3,175億円 14.8％ 

米国 1兆5,570億円 11.8％ 

中国 3兆6,652億円 12.3％ 

日本・米国・中国3ヵ国の越境EC市場規模（2019）54 

 

越境EC市場規模は年々拡大しており、新型コロナウイルス感染拡大の影響により人の往来は減った

ものの、モノの往来は可能なため、越境ECはいっそうの注目を集めている。 

越境EC企業として、販売する商品について、消費者に対する注意喚起事項を行い、目立つ位置にリ

スク告知書を掲載する必要がある。越境ECプラットフォームの運営会社も、消費者がリスク告知書に

同意してから注文ができる制度の構築に取組まなければならないことになっている。 

日本企業が中国に向けて越境ECで商品を販売する前には、まず商標登録の調査・出願を実施するこ

とを推奨する。越境ECで商品を販売しようとする場合、売れている商品名・店舗名について商標登録

を取得しておかないと、第三者のクレームに基づき商品ページが突然削除されてしまうリスクがあ

 
52 https://www.tmall.hk/ 
53 https://www.jd.hk/ 
54 https://www.meti.go.jp/press/2020/07/20200722003/20200722003.html 
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る。また、商標の先取りにより、第三者から、商標権を侵害するから商品名・店舗名の使用を止めを

求める警告を受ける可能性もある。 

商標制度は各国で個別に運用されているので、越境ECのプラットフォームを利用する場合、予め中

国において商標権・著作権等を取得したほうがよい。具体的な取得方法については、第2章を参照いた

だきたい。 

 

◆ Q&A：日本において登録商標を保有しているが、当該商標について中国では商標登録をしていな

い。そのような場合に、日本で登録された商標を付した商品を越境 EC で中国に販売した場合、中

国における他人の商標権を侵害する可能性はあるか。 

 商標権などの知的財産権は地域性があり、日本や他の中国以外の国で商標権を有していても、関係

商品を中国に輸出する際には、中国における他人の商標権を侵害する可能性がある。そのため、事前

に商標調査を進め、かつ、可能な限り早い段階で中国への商標出願をしたほうがよい。 

もし、自社の商標が、関係のない第三者によって中国で先取り登録されている場合には、商標無効審

判等を利用して無効にできるかを検討したほうがよい（詳細は 2 章の関連内容を参照）。具体的な対応

について検討をする上では、中国国内の専門家の見解を求めたほうがよい。 

 

◆ Q&A：関係のない第三者が、許可を得ずに、自社が日本で販売している真正品を中国に輸入し、中

国の店舗において販売していることを発見した。このような行為を禁止できるか。 

日本において真正品を購入し、中国に輸入して販売する行為は、いわゆる「並行輸入」に該当する

ものである。通常、並行輸入品は商標権侵害には該当しないと判断されるため、当該商品の中国での

販売を禁止することはできないが、例外もある。詳細については、第8章を参照ありたい。 

 

◆ Q&A：外国で製造されている関係製品を越境 EC で中国に販売する際に、ラベルや製品包装などを

そのまま修正せず、販売することは問題ないか。 

外国で製造された製品であっても、中国で販売する際には、中国の関連規定に合致した形で販売し

なければならない。例えば、ラベルや製品包装などについては、対応する中国訳を付けるといった特

別の対応が必要である。 
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6.その他 

上記以外、プラットフォームとの提携関係を促進することは、オンライン上の模倣品対策における

有効な手段の一つであるといえる。対面での打ち合わせ又はネット会議等を通じて、プラットフォー

ム側と情報や意見を交換し、知財分野における提携関係を形成することが重要である。 

例えば、アリババプラットフォームでは、権利者向けに信義誠実申立制度を構築しており、継続的

に削除申し立てを行い、当該申立てに係る削除正確率が90%以上、異議成立率が5％以下、直近3ヶ月

のクレーム件数が100件以上の申立者に対しては、審査期間の短縮、手続の簡素化、専門連絡ルートの

設置等のような特別な優遇を与えている。 

また、アリババ模倣品防止連盟（AACA55）には現在、100社以上が加盟しており、対象は医薬やス

マートデバイス、パーソナルケア、高級品、工業製品・自動車、エンターテインメント、食品、家電

製品、アパレルなど12分野にわたる。AACAの模倣品対策部門では、行政・司法機関と連携してオン

ラインとオフライン両方の対策を行っている。AACAのようなプラットフォームとの提携関係を推進

することによって、一層有効な知財保護を受けることができるようになるものと考えられる。 

  

 
55 アリババ模倣品防止連盟（ALIBABA ANTI-COUNTERFEITING ALLIANCE:AACA）は、主に権利者との共同対策を強化するために 

2017 年に立ち上げられた連盟。参加方法は、基本的にアリババからの招待のみとなっている。 
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第 8 章 その他の主要トピック 

第 1節 ドメインネームの問題 

1. ドメインネームの登録手続き 

ドメインネームは管理機構の違いによって、以下の 2種類に分けることができる。 

 

 

 中国におけるドメインネーム登録の概要 

⚫ ドメインネームの登録は先願主義となる。 

⚫ CNNIC（http://www.cnnic.net.cn/）は、中国国家頂級ドメインネームである「.cn」と、DNSサ

フィックス（ドメイン名の一部のみを指定したときに自動的に末尾に補われる文字列）が「.cn/.

中国/.公司/.网络」である中国語ドメインネームの登録を管理している。 

⚫ 上記「.cn」と中国語ドメインネームを登録する場合、個人は身分証明書を、企業は営業許可証

を提出する必要がある。また、連絡者等の情報を明記しなくてはならない。 

⚫ 現在、外国の企業又は個人が「.cn」と中国語ドメインネームを登録したい場合、CNNIC の認可

を得た外国のドメインネーム登録サービス機構を介して登録するか56、中国における子会社の名

義で登録するかの二つの選択肢がある。 

⚫ 登録済みのドメインネームについて、毎年、ドメインネーム登録サービス機構に年金を支払う必

要がある。年金の納付手続き等について、代理人事務所に依頼することができる。 

 

 

 
56 詳細は CNNICの HP を参照。 

http://www.cnnic.net.cn/jczyfw/CNym/cnzcfwjgcx/cnzcjg_ndsq/201207/t20120702_30267.htm 

 

種 

 

類 

国際ドメインネーム 

（.com/.net/.org等） 

 

ICANN 
The internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers 

 

国別ドメインネーム 

（.cn/.中国/.公司/.网络） 

CNNIC 
中国インターネット情報

センター 
 

管理機関 

管理機関 
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登録するドメインネームを 

決定する 

Whois 等を利用して関連ドメ

インネーム登録可否を調査 
 

未
登
録 

登録済み 

認可を得たドメインネーム 

登録サービス機構を選択 

登録サービス機構サイトに 

オンラインで登録情報を記入 

関連費用を納付 

中国国内 

ドメインネーム 

国際 

ドメインネーム 

必要書類を提出 
 

CNNICが資料に対して審査 
 

登録完了 

審
査
通
過 

中国ドメインネームの場合、

CNNIC の認可を得た下記登録

サービス機構 

http://www.cnnic.net.cn/jczyf

w/CNym/cnzcfwjgcx/cnzcjg_n

dsq/201206/t20120614_28273

.htm 

登録フローチャート 
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2. ドメインネームに関する紛争 

インターネットの急速な普及に伴い、商品の販売や宣伝、企業の広報等を行う場所として、多くの企

業が自社のウェブサイトを保有するようになっている。企業がウェブサイトを設立する際には、自社の

企業名や商品名等を含めたドメインネームを採択することが多くあり、ドメインネーム自体が企業のブ

ランド価値や商品の出所等を表すものとして利用されることも少なくない。そのような状況を受け、中

国では、ドメインネームの商用価値がますます重視されている。 

ドメインネームの登録に関しては、先願主義が採用されており、また、登録の際の費用が安く、実体

審査を要しないことから、周知商標・周知商号等に関わる不正登録が多発しており、ドメインネームに

関する紛争は深刻な問題となっている。 

 

 ドメインネームに関する紛争の種類 

① 他人の周知商標、周知商号等と同一又は類似するドメインネームを不正登録して、高額で権利

者又は関係者に売却する。 

② 他人の周知商標、周知商号等と同一又は類似するドメインネームを不正登録した後、当該ドメ

インネームを使用してウェブサイトを開設する。当該ウェブサイトが上記商号又は商標の権利

者のサイトであるように消費者を誤認させ、ユーザーに自分のウェブサイトにアクセスさせる

ことで、以下の目的を達成する。 

⚫ 高いアクセス数を利用して広告収入を得る。 

⚫ 商標又は商号の権利者と類似・同一する商品を販売して、不法収益を得る。 

 

3. 救済手段 

他人によって、自社の商標又は商号に関するドメインネームを不正登録されることで、紛争が生じた

場合、主に下記の三つの救済手段が考えられる。 

 

警告状の送付 

及び交渉 

不正登録者に警告状を送付し、係争ドメインネームを譲渡するよう要求する。相

手側との交渉が順調な場合は、無料、又は低額で係争ドメインネームを譲受するこ

とができる。 

メリット： 

⚫ 紛争の解決までの時間が短い。 
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⚫ コストが少なくて済む。 

デメリット： 

⚫ 相手側が高額の売却価格を要求する場合は、ドメインネームを譲渡してもらう

ことが困難である。 

ドメインネー

ム争議解決セ

ンターによる

仲裁 

警告状の送付後、交渉が不調に終わった場合、紛争解決センターに異議申立を提

出することで、紛争を解決することができる。なお、警告状の送付・交渉を経ること

なく、直接、異議申立を提出することも可能である。 

メリット： 

⚫ 相手側との困難な交渉を回避することができる。 

⚫ 勝訴した場合には、不正登録者を経由せず、ドメインネーム登録サービス機構よ

りドメインネームが権利者に移転される。 

デメリット： 

⚫ 仲裁費用がかかる。 

⚫ 相手側が民事訴訟を提起する場合、仲裁裁決が発効できず、訴訟に応訴しなけれ

ばならないので、さらに、訴訟費用がかかる。 

民事訴訟 

上述のルートを通じて満足できる結果を得られなかった場合、最終的な解決ルー

トとして民事訴訟の提起が考えられる。 

メリット： 

⚫ 最終的な救済方法であり、他の方法に比べ、権利を保護できる可能性が高い。 

デメリット： 

⚫ コストがかかる。 

⚫ 解決するまでの時間が比較的長い。 

⚫ 裁判所の証拠に対する要求が高く、公証付きで証拠を収集する必要がある。 

 

ドメインネーム紛争の救済ルートについて、中国の現状からすると、中国国際経済貿易仲裁委員会

（CIETAC）ドメインネーム紛争解決センターのような仲裁機関に異議申立を行い、仲裁により対応す

るケースが多くなっている。 

仲裁機構を利用した紛争解決 
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侵害証拠を収集した上、「申立書提出指南」に基づいて、申立書を作成する。CIETAC

に申立書の電子版の書類を提出し、指定口座に仲裁費を納付する。 

申立書受取後 

CIETACが申立書に対して形式審査を行う。 

（CIETACがドメインネーム登録サービス機構に登録情報を確認する） 

不合格 

決められた期限内に補正を命じる。 

期限内に未補正 

申立の撤回と見なす。 

CIETACは、仲裁費を受領した後、当事者双方及び登録サー

ビス機構に仲裁プロセスの開始に係る通知を出すと同時

に、申立書を転送する。

被申立人が答弁書を作成し、期限内に CIETAC に電子版

を提出する。 

プロセス開始日より 20日以内 

CIETAC が専門家（グループ）を設置する。 

答弁受領日より 5日以内に 

設置後 14日以内 

専門家（グループ）が裁決を出す。 

CIETAC の HP に裁決書を掲載し、裁決書電子版を当事者

双方、登録サービス機構、CNNIC に送付する。 

答
弁
し
な
い
場
合
、
答
弁 

期
限
満
了
後
五
日
以
内 

合

格 

専門家が提出した裁決書を受領後、3 日以内

ににに 

国別ドメインネーム異議申立手続フロー 
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 仲裁機構（ドメインネーム紛争解決センター）を利用した救済の概要 

仲裁機構 

国際ドメインネーム 

.com/.net/.org等 

アジアドメインネーム紛争解決センター（ADNDRC）北京秘書処 

HP：https://www.adndrc.org/office/bj 

国別ドメインネーム 

.cn/.中国/.公司等 

中国国際経済貿易仲裁委員会（CIETAC）ドメインネーム紛争解決センター 

HP：http://dndrc.cietac.org 

異議申立手続の依拠規則 

国際ドメインネーム 

➢ ICANN が 1999 年及び 2013 年に採択 

－ 統一ドメイン名の紛争解決ポリシー57 

－ 統一ドメイン名の紛争解決ポリシーの規則58 

➢ ADNDRC が 2015 年から実施 

－ アジアドメインネーム紛争解決センター補充規則59 

国別ドメインネーム 

➢ CNNIC が制定（2019 年 6 月に施行） 

－ 国家頂級ドメインネーム紛争解決弁法 

－ 国家頂級ドメインネーム紛争解決手続規則 

➢ CIETAC が制定（2019 年 8 月に施行） 

－『国家頂級ドメインネーム紛争解決弁法』に関する中国国際経済貿易仲

裁委員会の補充規則 

認定標準 

国際ドメインネーム 

 

異議申立人は、以下 3 種類の状況が同時に存在することを証明しなけれ

ばならない。 

① 係争ドメインネームが、申立人が権利を享有する商標又は役務マーク

と同一又は極めて類似していて、混同を引き起こしやすいものである

こと 

② 被申立人が係争ドメインネームについての権利又は正当な利益を有し

ていないこと 

 
57 http://archive.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm 
58 https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-12-ja 
59 https://www.adndrc.org/files/udrp/Supplemental_Rules_01-07-2015_en.pdf 
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③ 係争ドメインネームが既に登録され、かつ、悪意で使用されているこ

と 

国別ドメインネーム 

下記条件を満たす場合、関連異議申立は支持される。 

① 係争ドメインネームと、申立人が民事権益を有する名称又は標識が、

同一又は混同を招くほどに類似するものである場合 

② 係争ドメインネームの所有者が、ドメインネーム又はその主要部分に

対し、合法的な権益を有していない場合 

③ 係争ドメインネームの所有者が、ドメインネームの登録又は使用にお

いて、悪意を有している場合 

 

 仲裁機構を利用した場合の費用 

〇 ADNDRC 仲裁費一覧表  https://www.adndrc.org/udrp#bj 

紛争ドメイン 

ネーム数量 

専門家費用 センター 

管理費 

費用全額 

1人 3 人 1人 3 人 

1～2 件 US$700 
首席専門家: US$1,000 

協力専門家: US$600/人 
US$600 US$1,300 US$2,800 

3～5 件 US$900 
首席専門家: US$1,200  

協力専門家: US$700/人 
US$700 US$1,600 US$3,300 

6～9 件 US$1,100 
首席専門家: US$1,400  

協力専門家: US$800/人 
US$800 US$1,900 US$3,800 

10 件以上 センターの関連秘書処によって決定 

 

〇 CIETAC 仲裁費一覧表   http://dndrc.cietac.org/ 

専門家 

構成 

紛争ドメイン 

ネーム数量 

費用全額 

（CNY） 

管理費 

（CNY） 

専門家費 

（CNY） 

1 人 

1 8,000 4,000 4,000 

2 ～ 5 12,000 6,000 6,000 

6 ～ 10 16,000 8,000 8,000 
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10 以上 
紛争解決機構 

によって決定 

紛争解決機構 

によって決定 
紛争解決機構によって決定 

3 人 

1 14,000 6,000 8,000 
首席：4,000 

その他：2,000/人 

2 ～ 5 20,000 8,000 12,000 
首席：6,000 

その他：3,000/人 

6 ～ 10 24,000 9,000 15,000 
首席：7,000 

その他：4,000/人 

10 ～以上 
紛争解決機構に

よって決定 

紛争解決機構に

よって決定 
紛争解決機構によって決定 

 

 異議申立に係る注意点等 

⚫ CN ドメインに関して、係争ドメインネームの登録期限が 2 年を超えた場合、ドメインネーム紛争

機構は異議申立を受理しない。 

⚫ 異議申立の提出から裁決の発行まで、通常、2～3 ヶ月間かかる。 

⚫ 裁決プロセスで使用される言語は原則的に中国語である。 

⚫ 申立人が勝訴し、かつ被申立人が 10 日以内に提訴しない場合、ドメイン登録サービス機構は裁決

内容に従い、係争ドメインネームを権利者に移転することができる。 

 

第 2節 商号の問題 

1. 商号の登記手続き 

企業名称の登記は、行政許可に属し、一種の審査確認制度である。国家市場監督管理総局と各地方市

場監督管理局が「企業名称登記管理規定」、「会社登記管理条例」等に基づいて、該行政区域の範囲で統

一管理を行い、級別登記管理を実施する。2020年 12月に改正した「企業名称登記管理規定」（2021 年 3

月 1日発効）には、企業名称の登記手続きを調整した。調整した後の中国における企業名称登記を含む

会社登記の手続きについては、以下のとおり。 

 

(1) 地方市場監督管理局への企業名称の登記申請 
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会社を設立しようとする際には、まず、申請者より地方市場監督管理局に対して、自発的に企業名称

の登記申請をしなければならない。申請にあたっては、申請者は企業名称自主申立プラットフォーム又

は市場監督管理部門のサービス窓口に関連情報と資料を提出する必要がある。なお、申請者は、企業名

称自主申立プラットフォームを通じて、登録を希望する企業の名称に係る事前調査を行い、既に登記さ

れている他の企業等の名称との抵触がないか、その他関連規定によって使用が禁止されているものでは

ないか等を確認し、申請に係る企業名称を決定する必要がある。 

 

(2) 市場監督管理局における手続 

市場監督管理部門は、企業名称自主申立プラットフォーム上で、申請が完了した企業名称を保留する。

保留期間は原則 2ヵ月で、申請者は、法に基づき、当該期間内に商務局、市場監督管理局、税務局及び

技術監督局などの主管機関に会社設立の申請を進めなくてはならない。 

設立される企業の経営範囲に市場監督管理局による審査が必須となるものが含まれている場合、保留

期間を 1年に延長することができる。また、市場監督管理部門は、企業名称が法律規定に合致しないこ

とを発見した場合、当該企業名称の登記を行わず、申請者に対して登録ができない理由を書面にて説明

する。 

 

 「企業名称登記管理規定」の改正に伴う運用の変更 

従来、企業名称を登記する際には、市場監督管理部門による事前審査手続が実施されていたが、2020

年 12 月の「企業名称登記管理規定」の改正（2021 年 3 月 1 日発効）に伴い、事前審査手続は廃止さ

れ、申請者が自ら申請しようとする企業名称の合法性と他人の先行企業名称との抵触有無を調査し、企

業名称を選定する役割を担う仕組みとなった。 

事前調査手続については廃止となったものの、市場監督管理部門は、依然として、申請時及び登記後

の管理監督責任を有するとされ、企業登録手続を進める中で申請された企業名称が法律規定に合致しな

いことを発見した場合には、当該申請を登録しない旨判断する権限を有する。 

なお、上記のような手続の趣旨に鑑みれば、既に登録した企業の企業名称であっても、それが法律規

定に合致しないことを発見した場合には、申請者自らが、適時に是正することが好ましいといえる。 

 

2. 商号に関する紛争 

商標と企業名称は、いずれも商業標識であるが、商標は主に商品・役務の出所を表示するのに対して、
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企業名称は主に異なる市場主体を表示する。表面上は、企業名称は商業主体を区別し、商標は商品・役

務の出所を区別するものであるが、実際のところは、両者はいずれも商業標識として、商品と役務の出

所を区別する類似する役割を果たしている。 

中国においては、企業名称と商標が抵触する事件が数多く存在しており、近年、その傾向はより深刻

化してきている。 

 

 商号紛争が生じる原因 

法律面 ⚫ 商標及び企業名称は、異なる法律に基づき、それぞれ異なる手続きによって登録され

るものであり、登録要件や保護範囲等において差異を有している。 

⚫ 両者を所管する行政機関も異なっており、商標登録を管轄する国家知識産権局商標局

と、商号登録を管轄する各地方市場監督管理局との間には、それぞれの登録情報に関

してクロスサーチを実施するためのシステムがない。 

事実面 ⚫ 不正業者が悪意で他人の商標を商号として登録して、消費者を誤認させることを通じ

て不当利益を獲得する。 

商号登記について、市場監督管理局は、登録商標の存在の有無等に係る状況を事前に全面的に調査し

ないので、合法的に登記された商号でも、他人の先行商標権を侵害する可能性がある。 

同様に国家知識産権局商標局も、出願に係る商標が商号と抵触するかについての審査を行わないため、

合法的に登録された商標権であっても、他人の先行商号権に対する侵害を構成する可能性がある。 

自身の先行商号権に抵触する商標が、関係のない第三者によって登録されている場合には、当該第三

者の登録商標に対する無効審判等を申請することができる（具体的な要件等は、第 2 章を参照）。 

 

3. 救済手段 

他人により合法的に登記された企業名称の使用が、自身の先行商標権を侵害している場合、相手側の

企業名称を変更/抹消させて、侵害行為を差し止める必要がある。先行商標権者は、以下のような救済手

段を取ることができる。 

 

① ⚫ 相手側に警告状を送付して、商号を変更するよう交渉する。 
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② ⚫ 市場監督管理局に商号の変更/抹消請求を提出する。 

法律根拠 

➢ 「企業名称登記管理規定」(2020 改正)第 20 条 

登記主管機関は、既に登録した企業名称が本規定に合わないことを発見した場合、適時に是正

しなければならない。他の組織又は個人は、既に登録した企業名称が本規定に合わないことを発

見した場合、登記主管機関に是正するよう要求することができる。 

③  ⚫ 不正競争又は商標権侵害を理由に、裁判所に民事訴訟を提起する。 

法律根拠 

➢ 「商標法」第 58 条 

他人の登録商標、登録されていない馳名商標を企業名称における商号として使用し、公衆に

誤認を生じさせ、不正競争行為を構成しているときは、「中華人民共和国反不正競争法」によ

り処理する。 

➢ 「商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する最高裁の解釈」第 1 条 

以下の行為は、商標法第57条第7項に規定する他人の登録商標専用権を侵害する行為に属

する。 

① 他人の登録商標と同一又は類似する文字を企業名称とし、同一又は類似する商品に際立っ

て使用し、関係公衆に誤認を生じさせる可能性があるもの。 

② 他人の著名商標又はその主要な部分を複製、模倣、翻訳し、同一でない又は類似でない商

品に商標として使用し、公衆を誤認させ、当該著名商標登録人の利益に損害を与える可能性

があるもの。 

③ 他人の登録商標と同一又は類似する文字をドメイン名として登録し、そして当該ドメイン

名を通じて関係商品の電子商取引を行い、関係公衆に誤認を生じさせる可能性があるもの。 

➢ 「登録商標、企業名称と先行権利との抵触に係る民事紛争事件の審理における若干の問題に

関する最高人民法院の規定」第 4 条 

訴えられた企業名称が登録商標の専用権への侵害、又は不正競争に該当する場合、裁判所は

原告の請求及び事件の具体的な事情に基づき、被告に使用停止、使用の規範化などの民事責任

を命じることができる。 

➢ 「（2004）民三他字第 10 号書簡の伝達に関する最高人民法院民事審判第三庭の通達」第 2 条 

信義誠実の原則に違反し、他人の登録商標の構成文字と同一又は類似の企業商号を使用す

ることによって、十分に関連している公衆に商品又は役務の出所について混同を生じさせる
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場合、当事者の訴訟請求に基づき、民法通則の関連規定及び不正競争防止法の第 2 条の第 1

項及び第 2 項の規定により、不正競争の行為を構成するか否かについて審査し、行為者の民

事責任を追及することができる。 

 

 他人により合法的に登記された企業名称が、自身の先行商標権を侵害した事件について、相手側に警

告状を発送して企業名称を変更するよう交渉する救済手段は、コストを低く抑えられる。ただし、相手

側が合法的ルートによって企業名称を取得している旨抗弁する可能性が高く、企業名称の変更にまで至

るケースは少ない。 

また、先行商標権者は、登記主管機関へ、相手方の企業名称の変更、又は、抹消（著名商標の場合に

おいてのみ可能となる）を請求することができるが、登記主管機関が積極的に対応してくれることは稀

で、実効性が高くないのが実状である。 

実務においては、裁判所へ訴訟を提起することにより、紛争の解決を目指すケースが多くなっている。

裁判所は、相手方による企業名称の使用が商標権侵害又は不正競争を構成するかどうかを認定すること

になるが、通常、以下の 3 つの要件を充足する場合において、商標権侵害又は不正競争になると認定す

る。企業名称の使用が、商標権侵害又は不正競争を構成すると裁判所が認める場合、裁判所は、原告の

請求及び事件の具体的な事情に基づいて、被告に対して企業名称の使用停止、使用の規範化などの民事

責任を命じることが一般的であるが、企業名称の変更又は取消を命じることもある。 

 

（１）他人の馳名商標を企業名称で使用する場合 

馳名商標と同一又は類似する文字を商号として利用し、消費者に誤認を生じさせる場合、商標権

侵害を構成する。中国において馳名商標として認定されるためには、係る商標の周知度に対する要

求が非常に高い。一旦、馳名商標として認定されれば、相手側が企業名称である旨の抗弁をした場

合でも、馳名商標であることを理由にこれに対抗することができる等、広範囲の保護を受けること

ができる。 

なお、通常、企業の業務範囲が商標の指定商品と類似しない場合、馳名商標の主張が利用できる

が、企業の業務範囲が商標の指定商品と類似する場合、馳名商標の主張が必要ではなく、商標法第

58 条に基づいて直接不正競争を主張できる。 

（２）他人の商標を字号として、同一又は類似の商品に際立って使用し、 

関係公衆の誤認を招きやすい場合 
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他人の登録商標と同一又は類似の文字を企業商号として、同一又は類似の商品において際立って

使用し、関連公衆を誤認させやすい場合、商標権侵害を構成する。企業名称の使用については、企業

名称の通常使用（企業名称全体での使用）、企業名称又は商号の突出使用、企業名称の略称の使用（多

くは商号部分の使用）に分けることができる。そのうち、商号とは、企業名称の特定化標識である。

中国においては、企業名称は、識別性のある文字部分のほかに、地域名と業種を表す文字を組み合

わせた態様で表されるが、そのうちの識別性のある文字部分を特に「字号」と称する。 

企業名称全体での使用については、通常、商標権侵害や不正競争に該当するとは認定しにくいが、

先行商標権がある場合に、これに抵触するような形で企業名称の一部を突出使用したり、略称を使

用したりした場合は、「際立った使用」と認定され、商標権侵害を構成する可能性が高い。 

 （３）信義誠実原則に違反し、他人の登録商標と同一又は類似した字号を使用し、 

関係公衆に商品の出所に対する誤認を招きやすい場合 

（２）の状況に該当しない場合、裁判所は当事者の請求及び事件の実情に基づき、不正競争を構

成するか否かを判断する。例えば、無断で他人の商標を使用して、関係公衆に誤認を生じさせる場

合、不正競争を構成する可能性がある。 

その場合、企業名称登記行為が信義誠実原則に違反したかどうかを考慮する必要があり、主に、

企業名称登録者の悪意の有無を考慮する。通常、以下の内容を考慮する。 

①企業名称登記者が他人の先行登録商標を知っているかどうか。 

②企業名称登記者に係争企業名称を登記する正当な理由があるかどうか。 

③企業名称登記者に、他人の先行登録商標の知名度を利用する意向があるかどうか。 

④関係公衆に誤認を生じさせやすいかどうか。 

 

 商号と商標の抵触に関する争いにおける主な争点 

商号と商標の抵触に関する争いにおいて、商号が他人の商標権に対する権利侵害を構成するか否か

については、司法実務上、通常、以下が争点となることが多い。 

① 先行登録の商標権が馳名商標であるか否か（企業の業務範囲と商標の指定商品が同一又は類似で

ない場合）。 

② 抵触企業名称が先行権利と同一又は類似するか否か。 

③ 商号を際立って使用しているか否か。 

④ 関連公衆に誤認・混同を生じさせるおそれがあるか否か。 
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⑤ 抵触企業名称の登記者の主観的な悪意があるか否か。 

 

4. 香港商号について 

近年、不正業者が香港において他人の著名商標又は著名商号等が含まれている企業名称を無断で登記

し、中国大陸にある企業が当該香港で登記したダミー企業から「生産許可」を得たとして、著名商標又

は著名商号の所有者と同一又は類似する製品・役務を提供するケースが多発している。関連製品・役務

について、著名商標又は著名商号の所有者が提供したものであるとの誤認を生じさせることで、消費者

に対して侵害品を購入させるような悪質な手口であり、問題となっている。 

 

 香港の商号に関連した紛争が生じる原因 

法律面 ⚫ 香港は中国大陸とは異なる法体系を有し、企業名称構成の自由度が高いので、既存

の企業との名称と完全に一致するものでない限り、登録されてしまう。 

事実面 ⚫ 不正業者が悪意で他人の商標又は商号を登録し、当該商号が大陸のある企業に「生

産許可」する形式で、消費者を誤認させて不当利益を取得することが多くある。 

⚫ そのような場合、香港で商号を登録した者と大陸の「生産許可」を得た企業の責任者

が同一人物であることも少なくない。 

 

 

 
香港商号の不正登録使用例 
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→ある模倣業者が日本の大手会社である「XYZ 株式会社」の名義で模倣品の経営をしようとする場合、

通常、以下のルートによって、不正経営を行うことが多い。 

 取り得る解決策 

① 相手側に警告状を送付して企業名称を変更するよう要求する。 

メリット： 

⚫ コストが少なくて済む。 

⚫ 紛争解決までの時間が短い。 

デメリット： 

⚫ 強制力がないため、無視される可能性が高く、企業名称変更の目的を実現しにくい。 
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② 香港の会社登記所にクレームを提出して、係争企業名称を変更/抹消させるよう要求する。 

変更の条件： 

相手側の企業名称がそれ以前に登記された現有の企業名称と同一又は類似する場合、会社登

記所の所長は、相手の係争企業名称の登録日から起算して 12 ヶ月以内に、当該会社に企業名

称を変更するよう命じることができる。12 カ月の期間を過ぎた場合、同変更命令の手続きを利

用することはできず、訴訟などの手続きを利用しなければならない。 

抹消の条件： 

ある会社が営業状態にない場合、会社登記所の所長は当該企業名称を登記簿から抹消するこ

とができる。通常、連続する 3 年間において、年度申告表を提出しなかった場合には、営業状

態にないとみなされる。 

メリット： 

⚫ コストが安くて済む。 

⚫ 相手側との繁雑な交渉が回避される。 

デメリット： 

⚫ 時間がかかる 

⚫ 企業名称の変更申請において、それ以前に登録した企業名称とは類似しないとの理由で棄

却されるケースが少なくない。 

⚫ 企業名称の抹消申請において、相手側が連続する 3 年間において、偽りの年度申告表を提

出した場合、証拠を提出して相手側が確かに営業していないことを証明する必要があるが、

その証拠の収集は難しい。 

③ 中国本土の裁判所（同香港商号の使用行為地の管轄裁判所）に、商標権侵害又は不正競争等

を理由に民事訴訟を提起し、同香港商号の中国本土における使用を禁止するよう要求する。 

訴訟の条件等： 

香港において係争商号に係る登録商標を有する場合、商標権侵害を主張することができる。

登録商標を有しない場合、自社の商号権に基づき、不正競争等を主張することができる。その

場合、自社商号の高い周知度を証明しなければならない。そのため、商標権侵害を主張するほ

うが、不正競争を主張するより簡便に行える。 

メリット： 

⚫ 商号の登録を直接取り消すことができないが、使用を禁止できれば、誤認を解消できる。 
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デメリット： 

⚫ 周知度に関する証拠の収集は難しい。 

⚫ 費用がかさむ。 

 

第3節 並行輸入 

1.並行輸入に関する概要と処理現状 

 「並行輸入」（Parallel Imports）とは、通常、輸入業者が関連する知的財産権者による許諾を得ず

に、権利者がその他の国や地域で販売し、又は権利者がその販売に同意している製品を、知的財産権

者又は独占許諾者所在の国若しくは地域へ輸入することを指している。 

 

 並行輸入の特徴 

⚫ 輸入された商品は特定の知的財産権と関係がある。 

⚫ 輸入国における当該知的財産権の権利者と輸出国における当該知的財産権の権利者が同一であ

る。 

⚫ 輸入された商品は、合法的な由来がある。輸出国で、権利者又は被許諾者から合法的に取得し

た製品である。つまり、真正品である。 

⚫ 輸入された商品は安い価格で、輸入国における同一知的財産権商品と競合する。 

⚫ 製品の輸入について、権利者からの許諾を得ていない。 

 

 並行輸入の処理現状 

 知的財産権の種類によって、係わる製品の並行輸入に対する処理も異なっている。 

 

2.専利製品の並行輸入 

2009年10月1日から施行された中国専利法（2008年改正）の権利の消尽の対象を定める規定におい

専利権 専利権侵害とならず、自由に使用・販売されている。 

商標権 法律規定が不明確で、状況によって、処理が違う。 

著作権 法律規定が不明確で、状況によって、処理が違う。 


